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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（中村進一） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 
○議長（中村進一） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 例月出納検査報告１件が提出されましたので、お手元に配付いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 

質          問 

○議長（中村進一） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。14番 濱井初男議員。 

   〔14番 濱井初男議員登壇・拍手〕 

○14番（濱井初男） 皆さん、改めましてこんにちは。新政みえ所属の濱井初男

でございます。 

 月日のたつのは早いものでございます。今日から師走に入ってまいりまし

た。師走の語源につきましては様々な説があるようでございまして、師、す

なわち学校の先生やお坊さんが忙しくてあちこち走り回るという説、また、

単に仕事が終わる、年が終わるといったような諸説があるようでございます。

私たちが子どものころはよく、１年の終わりのことで、学校の先生も本当に
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忙しくて走り回る月だと、このように聞かされてまいりました。今は、学校

の先生は一年中、大変御多忙のようでございます。 

 県民の皆様におかれましては、年末何かとせわしくなってまいります。ま

た、今年の冬は寒さが厳しくなるようでございますので、お体、十分に御自

愛いただきましてお過ごしいただきたいと、このように思います。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問に入らせていた

だきます。 

 まず、次期学習指導要領や高大接続改革についてであります。 

 近年、知識、情報、技術をめぐる変化の速さが加速的となりまして、情報

化やグローバル化といった社会変化が人間の予測を超えて進展するように

なってきています。進化した人工知能が様々な判断を行ったり、身近なもの

の動きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会や生

活を大きく変えていくとの予測がなされております。また、労働のあり方に

も大きな影響を与えることが予想されます。 

 経済、産業、文化など、社会のあらゆる分野でのつながりが国境や地域を

越えて活性化し、多様な人々や地域同士のつながりはますます緊密さを増し

てまいります。グローバル化が進展する社会の中では、多様な主体が速いス

ピードで相互に影響し合い、一つの出来事が広範囲かつ複雑に広まってまい

りまして、先を見通すことがますます難しくなっております。 

 子どもたちが活躍する未来で一人ひとりに求められているのは、解き方が

あらかじめ定まった問題を効率的に解いたり、あるいは定められた手続を効

率的にこなしたりすることではないと言えます。直面する様々な変化を柔軟

に受けとめ、主体的に学び続けて自らの能力を引き出して、そして、自分な

りに試行錯誤しながら多様な他者と協働し合って、グローバルなものから身

近な地域課題までも含めて新しい価値を生み出していくことだと、このよう

に思っております。 

 今年度実施しました三重の高校生サミットでは、県内高校生等延べ148人

がテーマに基づいて、２日間のディスカッションを通じてテーマに基づいた
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提言づくりに取り組んでポスターセッションを行いました。 

 自分と異なる他者の意見を聞きながら自分なりの考えや意見を持ち、それ

を適切に伝える力、これを養うよい機会となったと思います。 

 ８月に開催されました第10回国際地学オリンピック日本大会では、26の国、

地域から選抜された高校生110名が集まり、実技試験等で競い合いました。

その中で、県内11校60名の生徒たちが生徒実行委員会として、開会式から閉

会式の企画にかかわったり、大会に参加した生徒たちと交流を深めました。

参加した生徒の中には、積極的に自分の意見を発信する海外の大会参加生徒

に刺激を受けたり、あるいは英語で伝えることは難しかったけれども自分の

住む地域をさらに知ることができてよかったとの声があったと聞いておりま

す。 

 このような取組が、主体的、能動的、協働的に学ぶ機会の一つの例ではな

いかなと、このように思っております。 

 そのような中、文部科学省では、平成20年度から順次実施する学習指導要

領の改訂や、高校と大学の高大接続改革の作業が大詰めを迎えていますけれ

ども、学習内容は余り減らさずに脱ゆとり路線を継続していく、このような

内容になっておるとも考えられます。 

 そこで、教育委員会委員長にお伺いするわけでございます。国の教育改革

に対する高等学校のあり方について質問をさせていただきます。 

 高等学校における次期学習指導要領等を見据え、どのような力を子どもた

ちに身につけさせたいとお考えなのか、御所見をお伺いしたいと思います。 

   〔森脇健夫教育委員会委員長登壇〕 

○教育委員会委員長（森脇健夫） 現在、グローバル化の進展や人工知能の飛

躍的な進化等により、社会は加速度的に変化をしています。 

 今後、子どもたちが、将来の予測が難しい社会の中でも伝統や文化に立脚

した広い視野を持ち、志高く未来をつくり出していけるよう、必要な資質、

能力を一人ひとりに確実に育む学校教育を目指していく必要があると思いま

す。 
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 また、総合教育会議で、今年４月のジュニア・サミットに参加した生徒の

意見等を聞いたところ、人前で自分の考えを論理的に述べたり説明したりす

る力や、日本人、三重県人としてのアイデンティティーを持ちながら、日本

や地域の情報を発信したり、身の回りの課題の解決に向けた提案をしたりす

る力が必要であることを改めて認識しました。 

 現在、国が検討を進めている次期学習指導要領では、これまでの改訂の中

心であった何を学ぶのかという指導内容の見直しにとどまらず、どのように

学ぶか、何ができるようになるかまでを見据えて改善が進められております。 

 また、これからの教育課程の理念として、学校を変化する社会の中に位置

づけ、社会とのつながりを大切にした、社会に開かれた教育課程の実現が目

指されています。 

 県教育委員会では、義務教育までの成果を発展させるとともに高等学校教

育における質の確保、向上を図り、生徒が社会の形成者となるための教養や

行動規範を身につけ、自分の夢や目標を持ちながら社会への参画を見据えて

主体的に学ぶ力の育成を図っているところです。 

 あわせて、それぞれの高等学校が教育課程を編成し、それを実施、評価す

るという、いわゆるカリキュラム・マネジメントを実現し、学校教育の改善、

充実の好循環を生み出していくことを目指して取り組んでいます。 

 高校生に身につけさせたい力としましては、まず、小・中学校の義務教育

段階でも大事な確かな学力、これには、学力の３要素、すなわち、基礎基本、

それを活用する力、また、主体的に学び続ける力が含まれます。高校生とし

ては、これにつけ加えまして、社会、職業への円滑な移行に必要な力、そし

て、主権者としての意識、判断力、実践力などが必要だと考えています。 

 今後、中央教育審議会から今月出される予定の答申の内容を踏まえ、それ

ぞれの取組の充実と進展を図ることで、これからの社会、また、その先の豊

かな未来において、生徒がよりよい人生、よりよい社会を築くことができる

よう、必要となる資質、能力を育む学校教育の実現を推進してまいります。 

 以上です。 
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   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） ありがとうございました。 

 森脇委員長からは、何ができるようになるか、何を学ぶか、どのように学

ぶかの視点で、社会や産業構造が変化していく中で、学習指導要領改訂が目

指す、高い志や、あるいは意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しな

がら未来を開いていく力や、あるいは、社会、世界に向き合いかかわり、よ

りよい人生、よりよい社会、こういったことが実現していくために、資質、

能力などを子どもたちに身につけさせたい、こういう趣旨だったと思います。 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、しっかりと御対応いただきたいなと、こんなふうに思っております。 

 それでは、次に、高等学校教育の質の確保に対する具体的な取組について

お伺いしたいと思います。 

 生産年齢の人口減少やグローバル化の進展によりまして、社会構造は大き

く変化をして、将来は職業のあり方もさま変わりしていくことが予想されま

す。このような社会情勢の変化の中で、高等学校教育の質を確保する必要が

あります。基礎的、基本的な知識、技能の習得と、知識の暗記や再生に偏ら

ず、思考力、判断力、表現力や主体性を持って多様な人々と協働する態度な

ど、真の学力を育成することが求められていると思います。これは委員長も

おっしゃられました。新学習指導要領や高大接続改革では、アクティブ・

ラーニング、ＡＬでございますけれども、などの授業改善や評価の改善を求

めることで、高等学校の質の改善を確保することが示されているようでござ

います。 

 そこで、各校でのアクティブ・ラーニング型授業の導入や学習評価の改善

など、高等学校教育の質の確保に対する具体的な取組について、教育長に御

答弁をいただきたいと、このように思います。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 高等学校教育の質の確保に対する具体的な取組状況

について御答弁申し上げます。 



－1650－ 

 これからの時代におきましては、何を知っているかだけではなく、知って

いることを使ってどのように社会、世界とかかわり、よりよい人生を送るか

という観点から、知識、技能、思考力、判断力、表現力など、学びに向かう

力や人間性などの全てを総合的に育んでいく必要があります。 

 こうした資質、能力を育むためには学びの質や深まりが重要であり、主体

的、対話的で深い学びの実現を目指した、議員からも紹介がありましたアク

ティブ・ラーニングの視点からの授業改善を進めていく必要があります。 

 そこで、県教育委員会では、生徒の主体的、協働的な学習活動を進めるた

め、平成28年度、今年度から２年間、三つの取組を進めてきています。 

 一つ目のどのように学ぶかについてはアクティブ・ラーニングの視点から

の学習・指導方法の研究、二つ目の何ができるようになるかについては学習

成果の評価手法等の研究、三つ目は、思考力、判断力、表現力などの育成に

向けた指導方法等の研究をすることにしております。 

 平成30年度までに本県における課題を分析、整理するとともに、31年度以

降は課題解決に向けた取組をより一層強化し、34年度から実施予定の次期学

習指導要領に対応していくこととしております。 

 これらの取組は、平成31年度から試行予定の高等学校基礎学力テスト、仮

称でございますが、あるいは、平成32年度から実施予定の、大学入試セン

ター試験にかわる大学入学希望者学力評価テスト（仮称）の対応にもつな

がっていくものと考えております。 

 生徒一人ひとりがそれぞれの夢や目標の実現に向け学び努力した積み重ね

がしっかりと社会で花開くよう、真の学ぶ力を育成する高等学校教育を進め

てまいります。 

 以上でございます。 

   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） ありがとうございました。 

 学びの向上ということで、主体的に学ぶ力をつけさせるために平成27、28

年度にはこれを進めてきたということでありますし、アクティブ・ラーニン
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グ、この授業も進めていく必要がある、このようなことでございました。指

導方法については平成31年度以降にしっかり評価もしていく必要があると、

32年度に向けてまいりたいと、こんなようなお話でございました。 

 高大接続改革につきましては、平成28年３月に高大接続システム改革会議

が中央教育審議会答申を受けまして、議論の内容を最終報告として取りまと

め、公表されたところであります。 

 戦後の教育改革に匹敵すると言われまして、現在進められている高大接続

改革は、高等学校や大学教育の質の転換や、高等学校での、先ほどお話がご

ざいました高等学校基礎学力テスト（仮称）の導入、あるいは大学入試セン

ター試験の廃止と新しい大学入学希望者学力評価テスト（仮称）の導入など、

入試そのものの大幅見直しとなっているわけでございます。 

 本県につきましては今後、文部科学省からの告示等明らかにされる学習指

導要領等の内容に従って、アクティブ・ラーニング型授業の研究推進事業等

いろいろやっていかれるんだと思うんですけれども、高等学校のあり方、国

の動向に合わせた本県の今後５年間のスケジュールというのももうつくって

おられるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことでよろしいで

すよね。 

 そして、平成35年、36年度からの本格実施に向けて、課題の整理、解決に

向けた取組を関係者と協議してしっかりと進めていただきますよう、この際

要望させていただきたいと思います。 

 先ほどお話がございました大学入学希望者学力テスト（仮称）は、俗っぽ

い話ですけれども、難関大学向け、あるいは、高等学校基礎学力テスト（仮

称）は大衆大学向けなどと言われるところもあるんですけれども、それぞれ

のテストの内容も異なってくるのではないかなと、こんなように今思ってお

るんです。各高校での対応も課題山積ではないかなと、こんなふうに思って

おります。 

 三重県では、現在、県立高等学校活性化計画（仮称）骨子案が本年10月に

示されたところでございます。県立高等学校の特色化、魅力化を図るとされ
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ていまして、また、策定されています三重県教育施策大綱、あるいは本県の

教育振興基本計画であります三重県教育ビジョンに沿った取組が必要とも、

このように考えております。 

 今日は、次期学習指導要領や高大接続改革について、実施主体であります

県教育委員会の高等学校について取り上げさせていただきましたけれども、

やはり小・中学校からつながれていくものでありますので、様々な取組が必

要になってくると、このように思っております。 

 小学校の高学年では、英語の教科化等、課題も多く指摘されているところ

でございます。文部科学省では、定数増についての来年度概算要求も考えて

おられるようでございます。 

 また、11月29日に新聞発表されましたけれども、国際教育到達度評価学会

が、2015年国際数学・理科教育動向調査の結果を公表されたところでござい

ます。日本は小・中学校ともに理数学力が過去最高となり、成績が向上した

ということでございまして、国は脱ゆとり教育が功を奏したと評価しており

ますけれども、やっぱり教育現場の様々な努力が非常に大きかったのではな

いかなと、このような結果が出たのではないかなと、このように思っておる

ところでもございます。 

 国の動きに今後十分注意をしながら、教育課程の構造や新しい時代に求め

られる資質、能力のあり方、あるいはアクティブ・ラーニングの考え方など

について、全ての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じながら理解を深

めることができるよう、子どもたちのためになる県教育委員会の支援を求め

させていただいて、まだこれからの話でもございますので、次の質問に移ら

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次の三重県立松阪あゆみ特別支援学校（仮称）の開校に向けま

して話させていただきたいと思います。 

 平成28年三重県議会定例会11月定例月会議におきまして、三重県立特別支

援学校条例の一部を改正する条例案の審議を経て正式に決まりますことから

一応仮称とさせていただいております。校名につきましては、公募の結果、
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校名選定委員会での選定を受けまして、教育委員会定例会で決定されたとこ

ろでございまして、新しい学校に学ぶ子どもたちが地域とかかわりながら、

一歩ずつ着実に成長し、力をつけ、地域で生き生きと暮らしていける姿を校

名に託されておられます。 

 そこで、教育長に質問させていただきたいと思います。 

 本校は、松阪市、多気町、明和町、大台町に住む知的障がいのある児童・

生徒を対象に、元三重中京大学校地に、小学部20人、中学部40人及び高等部

80人が通学できるものを設置することにしております。 

 設備、備品の整備などの準備状況や教育内容、そして、送迎用スクールバ

スの運行計画などについてお伺いさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 三重県立松阪あゆみ特別支援学校（仮称）の開校に

向けた準備状況について御答弁申し上げます。 

 三重県立松阪あゆみ特別支援学校（仮称）の整備につきましては、平成27

年２月に用地取得し、本年７月から校舎等の建築工事に着手しており、開校

に向けて計画どおりに進んでいるところです。 

 また、学校の理念や教育内容等につきまして、保護者の代表や学校関係者

などで構成する整備推進委員会におきまして検討を進めているところでござ

います。 

 今年度、同委員会では、時間割りの作成や高等部での作業学習の内容など

について検討しております。 

 特に、新設校は市街地に立地していることから、その利点を生かし、多様

な交流機会の確保、地元企業や隣接する松阪市子ども発達総合支援センター

そだちの丘などと協力した職場実習や体験学習の実施など、地域の子どもた

ちが地域で力をつけることのできる教育内容について具体的に検討しており

ます。 

 また、スクールバスの運行につきましては、様々なシミュレーションを
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行っておりますが、引き続き市町教育委員会などの御意見を伺いながら、児

童・生徒や保護者が不安や負担感を持つことのないよう調整を図ってまいり

ます。 

 また、設備、備品の準備状況につきましては、来年度当初予算におきまし

て、特別支援学校学習環境等基盤整備事業として要求しているところでござ

います。 

 平成29年度、来年度は、県立特別支援学校玉城わかば学園の現在の取組を

大切にしつつも、新設校がオリジナリティーを出せるよう、教職員間の共通

理解を図る取組を進めてまいります。 

 また、玉城わかば学園に在籍する児童・生徒の保護者をはじめ、通学区域

である松阪市及び多気郡の小・中学校などに学校案内リーフレットを配付し、

積極的な情報発信を行います。 

 さらに、地域と学校が理解し合い、地域に信頼される学校となるよう、情

報共有するための説明会を開催することにしております。 

 県教育委員会といたしましては引き続き、児童・生徒、保護者をはじめ、

地域住民など関係者への丁寧な説明や情報共有の機会を持つなどして、児

童・生徒が安心して通うことができるよう、ソフト、ハードの両面から学校

整備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） ありがとうございました。 

 しっかり考えていただいておるようでございます。 

 来年度の当初予算に学習環境等基盤整備事業予算を組んでおられるという

ことでございまして、しっかりと対応を進めていただけるんだなと思ってお

ります。 

 実はスクールバスなんですけれども、運行については、保護者、市町、あ

るいは児童・生徒の御意見も十分お聞きしながら、不安を持たれないように、

あるいは負担感がないようにというようなことで計画していただいておるよ
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うでございます。このことにつきましては、例えば多気町で、今まで玉城わ

かば学園に通学している生徒は、自分で自転車をこいで行っているというよ

うなこともあります。わずか10分か15分ぐらいで到着するわけですけれども、

今度はそうもいかないということで、１時間以上もかかるんじゃないかな。

そのときに、例えばかなり離れた場所に、今言いましたのは明和町の下御糸

とか蓑村という地域のことを例に挙げたんですけれども、違うところに集合

してもらうとなりますと、やっぱり子どもたちにも負担がかかりますし、あ

るいは保護者にも負担がかかっていくというようなことになりかねませんの

で、そこら辺は、先ほどお話がございましたように、今後もしっかりと関係

者の皆さんの御意見をお聞きし、話し合いをしながら進めていただきたいな

と、こんなふうに思っているところでございます。 

 玉城わかば園から移られる児童・生徒もスムーズに新たな生活がスタート

を切れるような形でと、改めて強く要望させていただきまして、次に移らせ

ていただきたいと思います。 

 三重県の漁業取締船「はやたか」及び「神島」の係留地についてお伺いさ

せていただきたいと思います。 

 今日は図らずも、津村議員が違法操業船対策に関する質問をされますし、

村林議員は漁港の予算確保の質問をされるようなことでございますので、不

思議な思いをしております。 

 本県は、伊勢湾海域、あるいは伊勢湾口海域及び熊野灘海域において、そ

れぞれ特色のある漁業が営まれております。海域ごとに適切かつ迅速に取り

締まり活動が行われるように、三つの海域に漁業取締船が１隻ずつ配置され

ているところでございます。また、伊勢湾海域や伊勢湾口海域では、水深の

浅い沿岸での取り締まりを行うために、小艇も１隻ずつ配置されているとこ

ろでございます。すなわち、取締船３隻と取締艇２隻であります。 

 具体的には、伊勢湾海域での取り締まりのために、本年３月に新たに竣工

した漁業取締船「はやたか」と取締艇「はやぶさ」が、岩田川河口に位置す

る津松阪港贄崎船だまりに、主に伊勢湾口海域や志摩市沖合の海域での取り
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締まりのために、漁業取締船「神島」と取締艇「はやせ」が鳥羽港、これは

鳥羽市の小浜浜辺浦でございますけれども、そこに、そして、熊野灘海域に

は取締船の「伊勢」が尾鷲港に配置、係留されているところでございます。 

 しかしながら、津松阪港贄崎船だまりは、経年劣化による係船岸壁の亀裂

やひび割れ、あるいは係船索固縛用の金物類の強度及び周囲の岸壁コンク

リートに不安があります。また、岩田川河口域の土砂堆積の進行による運航

への影響などが懸念されているところでございます。また、鳥羽市小浜浜辺

浦でございますけれども、これにつきましても護岸には亀裂やずれが見られ、

陸域に陥没が見られる状態にあります。係留地は隣接する私有地を借りてい

るところでございます。 

 そこで、質問させていただくんですけれども、その前にパネルをごらんい

ただきたいと思います。わかりやすいと思いますので、よろしくお願いいた

します。（パネルを示す） 

 それから、もう一つ、これは松阪ベルラインでございます。これは本年の

12月19日付をもって撤去されるわけでございます。見にくいですかね、細長

く屋根がついている部分、ここのこれが浮き桟橋です。そして、その隣に

ターミナルが見えております。そして駐車場、こういうふうになっておるわ

けでございますけれども、これは松阪市所有でございまして、松阪市が国の

補助を受けて建てられたということで、これを撤去しながら更地にして返し

てもらうと、こういう話になるわけでございますけれども、このターミナル

はまだ10年しかたっておりませんから、この施設は、何とかうまい活用はで

きないかなということで松阪市もお考えのようでございます。 

 そして、この松阪ベルラインを経営しておられました、これは津エアポー

トラインの小嶋社長のお話ですけれども、このターミナル施設を残して海浜

の駅などとして活用したらどうかという提案もされておるようでございます。

これから決まってくるのかなと思います。ただ、国がどういうふうに判断す

るかという問題もあるわけでございます。 

 今回の質問は、ここの浮き桟橋、これはコンクリート製でございます。
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しっかりしたものでございます。取締船をここへ持ってきたらどうかなとい

う私の提案でございまして、今までの説明をこのパネルを見ながら、ごらん

いただきたいと思います。（パネルを示す） 

 ３そうあると言いました。ここに一つ、これが贄崎船だまりでございます。

津松阪港になっております。そして、松阪港も荷役港でございますけれども、

ここにもございます。鳥羽港のほうにも「神島」がございます、ちょっと見

にくいんですけれども。そして、尾鷲港に「伊勢」という３そうが係留され

ておるわけでございます。（パネルを示す）これもごらんいただきたいと思

います。これが「はやたか」でございまして、「はやたか」の係留地と書い

てございます。 

 この「はやたか」が全長が30メーターぐらいあるわけですけれども、二十

何メーターぐらいでしたかね、この半分ははみ出しているというような状況

でございます。そうなりますと、風がやっぱり当たって、いわゆるこの浮き

桟橋、ここにありますけれども、これは鉄製でございます。ここに固縛して

ある、くくりつけてあるわけですけれども、真ん中ごろから船首あたりです

けれども、２カ所、不安定な状況になります。結構風が当たって揺れて、こ

れが外れますと座礁につながっていくようなことがございます。それから、

ここに、ポールといいますか、渡るところがありますけれども、これも結構

さびているような状況でもございます。 

 ついでですけれども、（パネルを示す）全体を写真に撮ってきたんですけ

れども、結構常時60隻ほど停留されております。漁船でございます。台風時

は避難港にもなっておりますので、ほかの港から押し寄せてくるということ

があります。（パネルを示す）その来られた船が係留されますので、これが

場合によっては切れてしまったり流されたりということで、「はやたか」に

当たってくるというようなことも十分考えられるわけでございます。「はや

たか」そのものも係留の状況は、これ、ビットというんですけれども、この

下がかなり老朽化して不安定な状況になっております。いつ壊れるかもわか

らない。恐らく地震とかそういうときは、南海トラフ地震ですと本当に心配
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ですし、そういう状況でもあります。 

 これは金輪であります。（パネルを示す）こういう状態になっております。

さびておりますけれども、これを取りかえたとしてもつけてあるところがか

なり不安定な状況であります。これ、割れておりますね。 

 それから、これが中から見ました状況でございますけれども、（パネルを

示す）かなりひび割れしていまして、干潮になりますともう少し見えるんで

すけれども、写したときはこういう状況でございました。かなりあちこち割

れております、これは一部ですけれども。 

 それから、「神島」のほうでございます。（パネルを示す）これが「神

島」なんですけれども、ここも実は私有地をお借りして係留されておるわけ

でございますけれども、（パネルを示す）ごらんのようにかなり、この辺か

ら落ちてしもうておるんですよね。ここの駐車場もお借りして、月額34万円

だったか何か支払いながらお借りしておるんですけれども、返還も言われて

いるようでございまして、その辺の問題もございます。 

 それから、陥没ですけれども、（パネルを示す）こういうふうに水たまり

ができております。ですから、いつ崩れてもおかしくないような状況でもあ

るわけでございます。 

 こういう状況でございまして、何とかこれは考えていかなければいかんな

ということでございまして、そこで質問させていただくわけでございますけ

れども、伊勢湾海域を担当する漁業取締船「はやたか」、伊勢湾口海域を担

当する漁業取締船「神島」の現在の係留地は、先ほどごらんいただきました

ように、岸壁、護岸等の老朽化など、課題も多く見受けられますことから、

先般松阪市が撤退を表明されました松阪ベルライン跡地に配置することを検

討されてはいかがかなと、このように思います。まず、県土整備部長にこの

松阪ベルライン跡地についての活用も含めた基本的なお考え、荷役港として

の港でございますけれども、これについてお伺いしたいと思います。そして、

続いて農林水産部長のお考えもお聞かせいただければなと、こんなふうに思

います。どうぞよろしくお願いします。 
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   〔水谷優兆県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（水谷優兆） 漁業取締船を津松阪港の大口地区に係留するこ

とについて御提案をいただきましたので、お答えさせていただきます。 

 津松阪港大口地区は港湾計画において、金属類、スラグ、セメント等の工

業系の貨物を取り扱う地区として位置づけており、実績としてもこれらを主

に取り扱う民間事業者により利用がなされております。 

 連絡船の発着場所の活用方法については、民間事業者から現在の利用可能

エリアの拡大といった工業的な利用の要請もあることから、民間事業者等で

構成される松阪港振興協議会や松阪市とともに、桟橋の利活用も含めて検討

してまいりたいと考えております。 

 なお、漁業取締船の現在の係留場所であります津松阪港新堀地区と鳥羽港

小浜地区の港湾施設の修繕は、定期点検の結果に基づく修繕計画により進め

てまいりたいと考えております。 

 また、新堀地区の航路しゅんせつについては、岩田川河口部から約800

メートルのしゅんせつに現在取りかかっており、既に580メートルのしゅん

せつを終わっているところでございます。残る区間につきましては、周辺の

ノリ養殖への影響等も考えながら、来年度中には完了したいと考えておりま

す。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 「はやたか」、「神島」等の漁業取締船の係留

地を移転してはどうかという御質問についてお答えをさせていただきます。 

 議員から御紹介のありましたように、漁業取締船につきましては、海域を

三つに区分しまして、漁業取締船３隻、そして附属艇２隻、合計５隻、それ

から職員17名体制をとっております。 

 まず、「はやたか」につきましては、御紹介がありましたが、45トンで24

メートルという大きさの船でございますが、津市の松阪港贄崎船だまりを係

留場所にしています。この場所につきましては、木曽三川河口域から伊勢湾

南部までの漁業取り締まりを行うということで、この岩田川河口が最も近い
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ところであるということで設定をしています。 

 また、伊勢湾口海域を担当する漁業取締船「神島」は、鳥羽市の鳥羽港浜

辺浦を係留場所としています。もともと「神島」につきましては、先ほど申

しました「はやたか」と同じ場所、いわゆる津松阪港贄崎船だまりに係留し

ておりました。昭和61年に鳥羽市沖で密漁船を追跡していた三重県の漁業者

が落水事故を受けたと、こういったことから、伊勢湾口海域の重点的な取り

締まりを行う必要が生じたことから、係留場所を現在の近い場所である鳥羽

港浜辺浦へ移転したものでございます。 

 いずれの係留場所も岸壁の老朽化等の課題はありますということで認識し

ておるものの、すぐさま使用できなくなるという状況ではないのかなという

ような状況でございます。 

 こうした中、本年12月に松阪ベルラインが廃止されることに伴って、その

後の跡地利用について松阪市などが松阪港振興協議会の意見を踏まえて検討

していることは承知しております。 

 しかしながら、松阪ベルラインの跡地を取締船の係留場所に利用していく

ことに関しましては、例えば取締船の担当海域までの距離であったり、ある

いは津松阪港大口地区の台風などの強風時における係留場所としての適性で

あったり、あるいは、電気、通信、水道管の設置のほか、桟橋の移設や維持

管理などの諸費用の発生などを検討していく必要があるというふうに考えて

います。 

 今後、松阪市など関係者から跡地利用の方法などの情報を収集するととも

に、現在の係留場所の課題であったり、あるいは場所ごとのメリット、デメ

リットなどを整理しながら、様々な観点から移転の可能性、必要性も含めて

総合的に検討していきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） ありがとうございました。 

 県土整備部のほうでは、工業系の荷役港で民間利用者のあれがありますの
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で、松阪港振興協議会のほうでも今これはいろいろと検討されておるという

ようなこともありまして、あの跡地はということでございます。今の現状で

ございますね。 

 今後、修繕をしていきたいなと、こういうようなお話でございましたけれ

ども、私も素人ですが、あそこの船員にもお聞きかせいただいておるんです

けれども、自分の目で見た限り、かなりひどいものではないかなと思います。

県土整備部も限られた予算の中で年次計画的にしっかりと対応していただい

ていることは承知しております。ただ、本当に南海トラフ地震とか大型台風

時のことを考えますと、あれでいいのかなというのが実感なんです。これは、

あそこで働いている方たち、朝から日没まで本当に一生懸命で、命をかけた

ようなところもございます、仕事内容は。そんな方たちの安全・安心の担保

をしなきゃならないようなことも考えなければならんと思いますし、それか

ら、津波が来ましたら、当然ながら沖合へ逃げるわけですよね。ところが、

河川の土砂で、今取っていただいておりますけれども、またこれが流れてき

て、いつ何どき、水深1.3メーターと言われますけれども、それだけ確保で

きるのかな、こんなことも、干潮時は特にそうですし、思うわけです。 

 東日本大震災のときも、危なくて実は出られなかったようなことも聞いて

おりますので、やっぱりこれは真剣に考えていかなければならんかなと。も

しそれをするならば、本当に大規模な工事が必要になってくるのではないか

な、このように思います。そういうことが一つあります。 

 私、あそこにお邪魔して、民間の、いわゆるシジミ業者の方にお聞きした

んだけれども、やっぱり台風ごとに流れてくるんですってね、土砂が。それ

は大変なことだと思います。 

 もししゅんせつするならしていただきますけれども、もう少し広げてとい

うことも必要なのかなと思うんですけれども、ちょっと気にはなっておりま

すので、船の方たちにも御意見を十分聞いていただいているとは思うんです

けれども、そこら辺は対応していただきたいなと、こんなふうに思っている

ところでございます。 
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 これは農林水産部と一緒になって動いていただく必要があるんじゃないか

なと、そして、松阪市にもやはりお聞きをしていただきながら、もし仮に松

阪ベルラインの跡地が使えるような、有効活用ができるようなものでありま

したら、そこを使わせていただいて、例えば、私も言い過ぎかもわかりませ

んけれども、あのターミナルのお客さんの待合所あたりをちょっと改修して

いただいて、小型艇「はやぶさ」をそこへ乗り上げて、そこで自前で修理を

したりするようなことも可能かなと思いますし、あそこは水深が、松阪港は

６メーター以上ありますので、常時、その水深についても問題ありませんし、

それから、北西の風を心配されておるようでありますけれども、コンクリー

トの桟橋ですから、これは定期的な検査も必要ないと思うんですけれども、

今はしていますけれども、そういった桟橋にしっかりくくりつけて大丈夫か

なと私は思うんですけれども、そこら辺はしっかりと専門的な見地からお調

べいただきながら今後進めていただきたいなと、このように思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 知事、黙って聞いていただいておるんですけれども、何か、もしあれやっ

たら。ちょっと難しい話で申しわけありません。 

○知事（鈴木英敬） 両部長から申し上げましたとおり、松阪市とか関係者の

皆さんから情報収集して、いろんな場所ごとにメリット、デメリット、今、

議員のおっしゃっていただいたような技術的な課題とかも、専門的見地から

も精査して総合的な検討をするということであると思います。 

   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、最後の質問になります。 

 伊勢茶の振興についてであります。 

 まず、輸出など売れる茶づくりについて、それから、２点目が第70回全国

お茶まつり三重大会を生かした消費拡大等について、お伺いをさせていただ

きたいと思います。まとめてお伺いさせていただきます。 

 伊勢茶の振興につきましては、平成23年３月に策定いたしました三重県茶
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業振興の指針で、伊勢茶生産担い手確保、育成や知名度向上対策の展開、消

費拡大と流通販売戦略の強化などに取り組むとしております。 

 平成29年度当初予算編成に向けての基本的な考え方の中では、輸出を見据

えた売れる茶づくりに向け、米国の農薬使用基準に対応する防除方法の確立

や機能性を生かした商品の開発等を進めるとともに、伊勢茶トレーサビリ

ティーシステムの導入を推進することによって、伊勢茶生産者のＪＧＡＰ認

定取得を促進しますとしています。 

 一昨日の青木議員からもこのＧＡＰの話がございました。日本特有の

ＪＧＡＰということでございます。 

 そこで質問いたします。 

 伊勢茶トレーサビリティーシステム導入の見通しはどうなのかなと、今始

まった話でもないんですけれども、どういうような進捗状況なのかもお伺い

したいと思いますし、また、米国での輸出商社間の調整や現地での販路活動

はどのようにサポートしていかれるのかということをお伺いできればなと思

います。 

 次に、第70回全国お茶まつり三重大会を生かした消費拡大等についてお伺

いさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 伊勢茶の振興について２点お伺いがあったと思

います。 

 一つは輸出に向けてどのように取り組んでいくのか、もう一つは第70回全

国お茶まつり三重大会を契機にどのようにＰＲしていくのか、二つまとめて

お答えさせていただきます。 

 まず、輸出に向けての取組でございますが、茶の輸出に取り組んでいくた

めには、輸出相手国の残留農薬基準に対応した生産や生産履歴の保存など高

度な生産管理が求められてまいります。このため、茶の輸出に対応できる産

地づくりに向けて、国際的に最も厳しい防除基準に耐え得る防除マニュアル
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の策定、ＩＣＴ等を活用した生産情報を管理する伊勢茶トレーサビリティー

のシステムの導入、さらに、ＪＧＡＰ認証取得に向けた専門的指導員の養成

や、生産者に対する研修会の開催などを実施しているところであります。 

 こうした取組によって、ＪＧＡＰ取得に向けた活動を強化し、現在、

ＪＧＡＰは16件の認証団体がございますが、この数をさらに拡大させていき

たいというふうに考えています。 

 本年度からは、日本食など多様な食文化が定着し、日本茶の需要が増加傾

向にあります米国をターゲットとして輸出に意欲的な生産者を募り、世界か

らバイヤーなどが集まる米国の食品見本市への伊勢茶の出展、それから、生

産者自らによる米国バイヤー等実需者へのニーズ把握調査、さらに、米国か

らバイヤーを招聘した県内産地での意見交換会の開催など、生産者による

ＰＲや輸出関係事業者との商談機会の創出、チャンスづくりに取り組んでい

きたいというふうに考えています。 

 今後こうした取組によって、伊勢茶の品質の高さと安全・安心を前面に押

し出したＰＲを通じて、生産者の海外における販路拡大の取組を支援してい

きたいというふうに考えています。 

 もう１点、第70回全国お茶まつり三重大会を契機とした消費拡大でござい

ます。 

 全国お茶まつりは、茶農家における栽培や製茶などの生産・加工技術の向

上とともに日本茶の消費拡大を目的に、主力産地を有する府県の持ち回りで

毎年開催をされています。 

 本県は、第70回全国お茶まつり三重大会を契機にしまして、伊勢茶の消費

拡大を進めていくとともに、これまでも県内の５カ所のショッピングモール

において、お茶の手もみ実演であったり入れ方教室、あるいは、煎茶、かぶ

せ茶、深蒸し煎茶の３種類の伊勢茶の飲み比べなど、伊勢茶をＰＲするリ

レーイベントを開催してきました。 

 また、12月10日の大会当日でございますけれども、一般の方々にも御参加

いただいて、全国茶品評会で出品された茶葉の展示であったり、お茶に関す
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る学習であったりアカデミーの開催、お茶の持っております機能性等のパネ

ル展示、あるいはお茶に合います和菓子づくり体験などの取組を通じて、お

茶の歴史や文化、様々な機能性などを五感で感じていただくようなものを行

い、伊勢茶の魅力を発信していきたいというふうに考えています。 

 また、大会後のアフターイベントとしまして、12月18日に鈴鹿サーキット

で開催される鈴鹿シティマラソンにおいて、茶の機能性を踏まえたスポーツ

とお茶の相性をテーマにして伊勢茶のＰＲに取り組んでいきたいというふう

に考えています。 

 また、首都圏から情報発信をしていくということが非常に重要というふう

に考えていまして、若者や海外の方が多く、テークアウトで飲み物を楽しむ

人たちも多い東京表参道のカフェで、11月から来年２月まで長期イベントを

開催することとしております。具体的な内容としましては、伊勢茶を使った

抹茶エスプレッソ、ほうじ茶ラテなどオリジナルメニューの提供、あるいは、

萬古焼とあわせた伊勢茶の販売、伊勢茶のおいしい入れ方、たしなみ方の

ワークショップの開催などを行って、ＳＮＳや口コミでの伊勢茶の情報発信

を促していきたいというふうに考えています。 

 先日開催しました11月24日のキックオフイベントでは、ブラジル大使館職

員の方々をはじめ、ヨーロッパ外資系ファッションブランド関係者とか、国

内外の情報発信力のある幅広い分野の方々に御参加をいただきました。イベ

ントで、特に最高級の手もみ茶の実演、呈茶に対して絶賛の声、あるいは、

オリジナルメニューに対して、おいしい、飲みやすいと評価をいただいたと

ころであります。 

 今後も引き続き、全国お茶まつり、あるいはそういった様々な機会を創出

しながら、伊勢志摩サミットでも好評を博した伊勢茶の魅力を発信していき

たいと考えています。さらに、こうした茶業の発展に係るいろんな取組を通

じて、来年４月に開催されますお菓子の祭典、全国菓子大博覧会の成功にも

寄与していきたいというように考えています。 

 以上でございます。 
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   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） 時間がなくなってまいりました。ありがとうございまし

た。 

 様々な取組をしていただきながら、伊勢茶の知名度アップ、消費拡大につ

いて頑張っていただけるということでございます。どうぞ、伊勢茶、かなり

ピンチになっている状況でございますので、この第70回全国お茶まつり三重

大会を契機にしてますます販売を広げていただきたい、周知をしていただき

たい、ＰＲしていただきたい、このように思っているところでございます。 

 最後に、私の質問のトリ、時間がないんです、１分ですね、本当は知事に、

大会長でありますので、このことについて消費者の皆さんに、消費拡大につ

いてお願いをしていただけたらなと、このように思うんですけれども、よろ

しくお願いいたします。 

○知事（鈴木英敬） 全国お茶まつり三重大会を大成功させることで、まず、

やっぱり県内の皆さんに自分たちの地域のお茶を飲もうという機運をつくっ

ていきたいと思います。皆さん、飲んでください。 

   〔14番 濱井初男議員登壇〕 

○14番（濱井初男） どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（中村進一） 16番 木津直樹議員。 

   〔16番 木津直樹議員登壇・拍手〕 

○16番（木津直樹） 皆さん、こんにちは。伊賀市選出、自民党の木津直樹で

ございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただ

きます。 

 今日の一般質問、私が２人目ですけれども、発言通告一覧表を見ますと、

私、木津の次が津村、津村さんの次が村林ということで、今日はこれより名

字３人数珠つなぎが始まりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたし

ます。余り受けなかったですけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書に従いまして、順次質問を始めたいと思います。 

 まず最初に、全国消防操法大会日本一ということでございます。 
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 本年10月14日、長野県長野市の長野オリンピックスタジアムで行われまし

た第25回全国消防操法大会におきまして、三重県代表の伊賀市消防団が小型

ポンプの部で見事優勝し、日本一となりました。 

 全国消防操法大会は、全国の消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図

るとともに、消防活動の充実、発展に寄与することを目的としています。都

道府県代表の消防団の選手が、迅速、確実かつ安全に行動するために定めら

れた消防用機械器具の取り扱い及び操作の基本について、その技術を競う大

会でございます。審査は、士気、規律、迅速な行動、動作、チームワーク、

確実な操作、消防用機械器具の精通とその愛護、各隊員の安全を要点に審査

をします。 

 それでは、優勝までの軌跡とともに、伊賀流操法を少し紹介させていただ

きます。 

 まずは、夏の三重県大会に向けて昨年の秋に選手を編成いたしましたが、

編成するに当たりましては、伊賀市消防団は10の分団がありまして、10分団

の中から１人ずつ選手を選抜いたしまして10人の選手を編成いたしました。

これが伊賀流でありまして、本来ならば一つの分団から全選手を編成するの

がやりやすいと思われますが、あえて一つの分団から１人ずつ操法選手を選

抜するのが伊賀流でございます。 

 そして、もう一つは指導方法にあります。通常ですと消防署職員が教官と

なりまして直接選手を指導すると思われがちですが、伊賀流は、消防署職員

がまず消防団員の指導者に指導し、その消防団員の指導者が教官となりまし

て操法選手を指導するということになっております。したがいまして、消防

署職員が直接操法選手を指導しないのも伊賀流でございます。 

 この二つの伊賀流が消防団全体の結束につながりまして、今回の優勝に結

びついたのではないかと思っております。 

 夜間練習におきましても（パネルを示す）これだけの団員が集まります。

先ほど申したように、自分たちの分団から選手を１人ずつ輩出しているとい

うことで、応援団員、そして支援団員が毎回このぐらい集まるということに
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なっております。（パネルを示す）そして、これが練習風景ですけれども、

皆さん昼間は当然仕事をしておりますので、練習、訓練は夜になります。７

時半から10時までの２時間半、訓練いたしておりました。 

 （パネルを示す）昨年の11月10日から始まりまして、冬の間は体育館で基

礎練習、春からは写真のように消防署の屋外での訓練でございます。支援団

員、一般団員など多くの団員が見守る中、７月16日の県大会までの練習回数

は実に106回でございました。 

 そして、三重県大会では42秒29の好タイムで優勝いたしました。いよいよ

全国大会への訓練が始まります。 

 今回の全国大会の長野オリンピックスタジアムは人工芝の会場でございま

した。これまでは通常アスファルトの舗装の上での操法が中心でございまし

たので、まずは人工芝対策が問題となってきました。一口に人工芝といって

もいろんな規格がありますので、長野オリンピックスタジアムの人工芝と同

等の芝生が松阪市のフットサルの会場にあるということを調べまして、松阪

市へも７回ほど訓練に出かけました。 

 また、操法大会は、雨でも行いますので、あえて雨の中でも練習を重ねた

そうでございます。全国大会に向けた訓練は合計27回でございました。 

 さて、いよいよ10月14日の全国大会でございます。当日は好天に恵まれ、

よいコンディションで行うことができました。 

 （パネルを示す）これ、朝、始まる前にオリンピックスタジアムの駐車場

で集合した写真ですけれども、実はもう既に、ここに来る前に、夜明けから

河川敷をお借りしまして、練習を何回も重ねてウオーミングアップをして会

場入りをしたということです。 

 （パネルを示す）そして、今度はスタジアムの中に入りまして、開会式前

に実際に人工芝の感触を確かめているところでございます。 

 （パネルを示す）そして、全国大会は、ポンプ車の部25団と小型ポンプの

部22団が出場しました。 

 （パネルを示す）いよいよ本番です。三重県は２番目の出場でございま
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した。 

 （パネルを示す）大変たくさんの応援もございました。緑の人工芝に白い

ホースが真っすぐ伸びたときには鳥肌が立ちました。 

 （パネルを示す）操法は、操作を開始して的に当てるまでのタイムが計測

されます。そして、全ての操法が終わり、三重県代表の伊賀市消防団が見事

優勝いたしました。優勝タイムが41秒58、訓練を含めて自己ベストでの優勝

ということで、すばらしい結果が出たことと思います。 

 （パネルを示す）そして、最後の閉会式が終わるころにはあたりも薄暗く

なっておりましたが、全国大会には三重県からも、福井防災対策部長をはじ

め多くの方が応援に駆けつけていただきました。また、選手には優勝まで大

変な苦労があったと思いますが、支えていただきました消防関係の皆様、御

家族、そして、勤務先の企業の御理解、御協力があったものと申し述べたい

と思います。 

 さて、鈴木知事、今回の全国消防操法大会で我々三重県が日本一になった

ということについて、知事の御所見をお聞きしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 伊賀市消防団の全国消防操法大会日本一に関する所見で

ございます。 

 第25回全国消防操法大会での伊賀市消防団の優勝は、県勢としましては昭

和45年のポンプ車操法以来46年ぶり、小型ポンプ操法の優勝は県勢で初めて

であり、加えて歴代最高得点での優勝という快挙でありました。改めてその

快挙をたたえ、お祝いを申し上げます。 

 先ほど議員からもありましたけれども、伊賀市消防団にあっては、昨年10

月の選手の選抜に始まり、11月には団員の中から10名の指導員を養成し、そ

の指導員が選手の訓練指導に当たるという伊賀市消防団独自の訓練体制のも

とで厳しい訓練を重ねてこられました。そして、今年７月16日の三重県消防

操法大会で見事優勝し、晴れて三重県代表として全国大会での優勝という栄

冠に輝かれました。 
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 今回の栄冠は、約１年間の長期間にわたり、初めから全国大会を意識して

訓練に励まれた成果であり、選手の皆さんの御努力はもとより、訓練を支え

てこられた指導員をはじめとする団員や消防本部の皆さん、選手を送り出し

ていただいた職場の方々の御理解と御協力、そして、何よりも家族の支えが

あってこその結果であったと思います。まさに地域の全ての関係者の方々が

一体となって取り組まれた成果であり、この間の地域ぐるみの応援がなけれ

ばこの結果につながらなかったと言っても過言ではないと思います。 

 今回の全国大会での伊賀市消防団の活躍は、三重県内の全ての消防団員の

励みとなりました。また、消防団は、地域における共助のかなめとして地域

の防災活動の重要な担い手であることから、県民に大きな誇りと安心感をも

たらしてくれました。 

 現在、県では消防団に対する新たな支援策として、みえ消防団応援の店

（仮称）制度の構築に向け検討を進めています。今回、伊賀市消防団を地域

ぐるみで応援した取組を県域に広げるためにも、消防団員やその御家族に対

する地域での応援の輪を確実に広げていくことを目的としたみえ消防団応援

の店制度により、消防団への理解をさらに促進し、地域防災力の充実強化に

つなげていきたいと考えております。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 私は防災県土整備企業常任委員会の副委員長ですのでこれ以上質問はしま

せんけれども、今回、全国大会開催地の長野県、そして準優勝の静岡県にお

かれましては、消防団の取組は少し先進県かなと思っております。三重県は

全国消防操法大会日本一になりましたが、消防団の組織強化、広域化や消防

団員の処遇の向上など、今後常任委員会で検討してまいりますのでよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 さて、次に行きます。 

 さて、昨夜、夜中の２時過ぎに本当にうれしいニュースが飛び込んでまい

りました。ユネスコ無形文化遺産、山・鉾・屋台行事に、三重県桑名市、桑
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名石取祭の祭車行事、四日市市、鳥出神社の鯨船行事、伊賀市、上野天神祭

のダンジリ行事の三つが同時に登録されました。 

 ユネスコの世界遺産に関しては、平成16年に紀伊山地の霊場と参詣道が文

化遺産として登録され、三重県でも熊野古道が有名になり、脚光を浴び、今

でも多くの人が訪れているところでございます。 

 今回はそれに続きましてのユネスコの無形文化遺産登録で、三重県の歴史、

伝統、文化がさらに認められたことと確信しております。と同時に、今年の

伊勢志摩サミットを成功のチャンスと捉える三重県にとりまして、この三つ

の無形文化遺産の登録はさらなるチャンスになるものと期待もいたしており

ます。 

 それでは、今回登録されました山・鉾・屋台行事ですが、少し紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

 （パネルを示す）桑名市、桑名石取祭の祭車行事です。 

 日本一やかましい祭り、天下の奇祭として知られる、桑名市の春日神社を

中心に行われる祭りです。華麗な装飾を施した三十数台の祭車にかねや太鼓

をつけ、それらを一斉に打ち鳴らす音が見る者を圧倒させる、勢いある勇壮

な祭りです。桑名の夏の風物詩として400年の歴史があり、平成19年に国の

文化財指定を受けております。 

 （パネルを示す）続きまして、四日市市、鳥出神社の鯨船行事です。 

 逃げ惑う鯨を鯨船で追いかけ、もりでしとめる様子を再現し、鯨漁の大漁

と厄よけを祈願する祭りです。平成９年に国の文化財指定を受けております。

これは私見ですけれども、日本の捕鯨には食文化と歴史があることを証明す

る祭りでもありますので、ユネスコの無形文化遺産登録はいろんな意味で日

本にとっても価値があるかなと思っております。 

 （パネルを示す）最後に、伊賀市、上野天神祭のダンジリ行事です。 

 桑名石取祭と同じく400年の歴史がある伊賀最大の祭りで、９台のダンジ

リが引かれ、その前では鬼行列が行われます。毎年10月24日、25日に行われ

ますが、今年は平日で少し天気も悪く、４万9000人の人出でしたが、昨年は
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ちょうど土日で天気もよく、15万人の人出でにぎわいました。平成14年に国

の文化財指定を受けております。 

 さて、この三つの行事がユネスコ無形文化遺産に登録されるに当たり、県

教育委員会では３市の教育委員会の取りまとめ役として御尽力をいただいた

と聞いております。教育委員会に、登録までの経過と、今後どういった取組

を行っていくのかをお聞きいたします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） ユネスコ無形文化遺産登録に向けて、これまでの取

組状況と今後、文化遺産をどう活用していくかについて御答弁申し上げます。 

 今回、ユネスコ無形文化遺産に登録された山・鉾・屋台行事は、地域社会

の安泰や災厄防除を願い、地域の人々が一体となってとり行う山、鉾、屋台

の巡行を中心とする祭礼行事でございます。 

 山、鉾、屋台には、各地域の文化の粋を凝らしたきらびやかな装飾を施す

のが特徴となっています。今回登録されました33件は、いずれも国の重要無

形民俗文化財に指定されたものでございます。 

 県教育委員会では、関係３市の文化財担当とともに、文化庁、全国山・

鉾・屋台保存連合会と連携して、今回の登録に向けた取組を進めてきたとこ

ろです。 

 これまでに県教育委員会では、三つの行事の価値をしっかりと継承するた

めに、用具の修理や新調、伝承者養成などに対して、国や県の補助事業の活

用による支援とともに、登録に向けたデモといたしましてＤＶＤの映像資料

作成やＳＮＳによる情報発信を行ってまいりました。 

 また、今週から県庁１階県民ホールで、県と関係３市共催による山・鉾・

屋台行事の魅力を発信するパネル展を開催しており、引き続き、伊勢市、志

摩市及び三重テラスでも行う予定としております。 

 今回の登録を契機に、県内の子どもたちが本物の文化に触れ、地域の伝統

行事に積極的に参加して、伝統や歴史を学び、おらがまちや村の誇りである

行事を受け継いでいけるよう努めるとともに、今後とも文化財の保存、継承
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を図り、文化財の価値や地域の魅力を、県内はもとより全国に対してしっか

りと情報発信してまいります。 

 以上でございます。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 まず、知事に聞くのを順番が間違っておりましたので、申しわけないです。 

 知事、この件に関しまして、コメントをよろしくお願いいたします。 

○知事（鈴木英敬） まずは、三つの保存会、あるいは関係者の皆さんに心か

らお祝いを申し上げたいと思います。１年待ったをかけられていましたので、

ですので、喜びもひとしおであろうというふうに思います。 

 高齢化していく中、地域の行事を守るというのが大変な中で、本当に世代

を超えて伝承していただいたおかげだと、地域の住民の皆さんのおかげだと

いうふうに思っています。ユネスコの決議文でも、伝承者や実践者である地

域住民にアイデンティティーや芸術的創造性を与えるという大変高い評価が

あったのも、地域の皆さんのおかげだと思います。 

 ダンジリの上野文化美術保存会の八尾会長に聞きましたところ、登録決定

してどうですかとお聞きしましたら、八尾会長からはずっと待ち望んでいま

したということと、ほかいろいろおっしゃったんですけれども、登録をきっ

かけに若者に祭りの意味や由来をよく伝え、市民全体に愛される祭りとして

しっかりと続けていきたいと思っていますという大変力強い御言葉をいただ

きましたので、県としてもサポートしていきたいと思いますし、先ほど教育

長が言ったとおりの今後の取組と、そういう思いを交換するために、この12

月６日に３市の市長と保存会代表の皆さんと面談させていただいて、これか

らの取組についてみんなで考えていきたいというふうに思います。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 教育委員会としては、世界的な文化遺産の保護に最大限尽くしていただく

ということで、今、決まったばかりですので今後のことは少し早いかなとは
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思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、今回の登録により熊野古道のように地域の観光資源として活用して

いくことへの期待も多々あるかと思っております。11月29日の青木議員の名

松線沿線の観光に関しての質問で、最近の旅行スタイルがコト消費に変化し

ている、つまり、地方の祭りで人々が交流したり、その地域の歴史や文化を

体験する、名物を味わう、そのほうに変化していると当局からの答弁がござ

いました。まさに山・鉾・屋台行事は、地域の歴史、文化、伝統を体験する

ものであり、国内のみならず海外からの観光客の誘致への大きな後押しにな

るのではないかと期待しております。 

 今回のユネスコ無形文化遺産登録を契機に、桑名市、四日市市、伊賀市、

３市が連携して情報発信や広域的な観光振興に取り組んでいただきたいと

思っておりますし、また、その文化遺産を活用した広域的な観光振興の動き

が出てきたときには、県にも強力なバックアップを要望したいと思っており

ます。 

 それでは、続きまして、伊賀地域の観光振興について質問をいたします。 

 今年の三重県は伊勢志摩サミット開催で飛躍の年となりました。県下どこ

の地域もサミット効果を大きく期待したことはあったと思います。その中で、

効果はやはり伊勢志摩地域が中心であったかと思います。 

 伊賀地域では、観光誘客というよりは、酒や農産物など食に関する評価が

上がり、情報発信ができたのがサミット効果であったかなと思っております。 

 伊賀地域には、忍者や松尾芭蕉、城下町の町並みをはじめ、今回登録され

た上野天神祭、ダンジリなど、たくさんの観光資源があります。これは、

我々市民といたしましても自負するところでございます。これを観光で生か

し、地域振興を進めていくには、市だけではなく県と連携して誘客促進をし

なければならないと考えておるところでございます。つきましては、県が進

める伊賀地域の観光振興策をお聞きしたいと思います。 

   〔水島 徹雇用経済部観光局長登壇〕 

○雇用経済部観光局長（水島 徹） 伊賀地域の観光振興についてお答えを申
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し上げます。 

 伊賀地域には、お話のございました上野天神祭のダンジリ行事などの特色

ある文化、また、青山高原や赤目四十八滝などの美しい自然、伊勢志摩サ

ミットでも提供され高い評価を受けた伊賀牛や伊賀米、日本酒などの豊かな

食と、伊賀焼や伊賀くみひもなどの伝統工芸、伊賀流忍者や松尾芭蕉翁に代

表される奥深い歴史など、魅力ある観光資源が非常に数多く存在しておりま

す。 

 県としましては、平成25年度から３年間、三重県観光キャンペーンを実施

し、県内各地域に設置した地域部会において、伊賀地域においては伊賀流忍

者を中心としました連携事業ですとか、伊賀牛や伊賀焼、和菓子など多様な

観光資源の魅力発信に取り組んできたところでございます。 

 また、インバウンドの分野におきましても、伊賀流忍者は海女と並んで、

本県の誇る、世界に通用する重要なコンテンツとなっております。 

 海外の旅行会社や旅行雑誌、テレビ等メディアを招聘し、県内の観光地や

食などを紹介する、いわゆるファムトリップにおきましても、伊賀流忍者博

物館は欠かせない立ち寄り先となっております。 

 また、９月に官民で参加したマレーシアでの国際旅行博覧会において忍者

をテーマに観光ＰＲを行ったほか、11月には欧州歴史文化プロモーションと

して、三重大学とともにドイツ、オランダで忍者文化を紹介したところでご

ざいます。 

 さらに、地元におきましてもいろんな取組をしていただいておりまして、

伊賀市では様々な魅力を体験できる伊賀ぶらり体験博覧会いがぶらを開催す

る、また、名張市では、観光資源の掘り起こしや新たな観光旅行商品を生み

出すことを目的に、学生から旅行企画を募集するなばり旅コンテストを現在

募集中ということでございまして、こういった地域の特色を生かした独自の

観光振興の取組を積極的に進めていただいているところでございます。 

 こうした取組によりまして、平成27年の伊賀地域の観光入り込み客数は、

三重県観光キャンペーン実施前の平成24年と比べまして約15％増加したとこ
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ろでございます。 

 しかしながら、一方で、みえ旅パスポートを活用しました利用者動態を分

析しますと、観光客の周遊性が低いといったことが課題となっております。 

 したがいまして、県におきましては現在、伊賀地域の自然や歴史、食の魅

力を広く体感していただくことによって地域内の周遊を促進するため、みえ

食旅パスポートの取組を展開しているところでございます。伊賀地域におき

ましては、現在、伊賀市、名張市及び三重県総合博物館と連携して、若年層

を中心に全国で高い人気を誇っております伊賀市出身のみえの国観光大使の

夢民ねむさんデザインのみえ食旅パスポートの特別版を発行しているところ

でございます。 

 また、人気ブロガーなどを活用し、三重の食の魅力を紹介するホームペー

ジ「みえ食旅物語」において伊賀地域の様々な魅力を紹介する記事を掲載す

るとともに、インスタグラムやツイッターでも情報発信を行い、旅の提案を

行うことにより、各地への誘客を図っているところでございます。 

 さらに、国の広域観光周遊ルート形成計画に認定された昇龍道のテーマの

一つとして、上野天神祭のダンジリ行事を含みます山車・からくりが取り上

げられていることから、行事が行われる地域間の広域的なネットワークの形

成や、ルート上の山車・からくり行事を紹介するホームページの開設、イベ

ントの開催といった取組が進められております。 

 ユネスコ無形文化遺産への登録を契機にこうした取組がさらに推進され、

海外から本県への誘客促進が期待されるところでございます。 

 引き続き、伊賀市、名張市など地元の皆様方とも連携して、伊賀地域の魅

力ある資源を活用した観光振興に取り組んでまいりたい、このように考えて

おります。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 本当に伊賀市にはすばらしい素材がございまして、まだまだ生かし切れな

い部分がたくさんあると思います。その中で、やはり県と連携いたしまして



－1677－ 

発信していかなければ本当にもったいない素材がありますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。 

 先ほど上野天神祭の話も出ましたけれども、伊賀地域の観光素材には本当

に、歴史的なものがたくさんあります。 

 歴史があるということはそれだけ古いということになりますので、例えば

維持管理するのに高額なお金がかかります。先ほど、よろしいですか、（パ

ネルを示す）これ、ダンジリの写真ですけれども、前の、例えばこの幕が１

張り1900万円とかするわけです。国やら県やらの補助はございますけれども、

やはり、例えば600万円ぐらい自治会の負担があるということでございます。 

 私も今日、ユネスコ無形文化遺産登録に際しまして、祭りにかかわる方か

らファクスをいただきました。大変喜んでおりますということと、これから

我々も後世に伝えていきたいというファクスをいただきました。 

 少し読みますと、現在、娯楽の多様化に伴い、昔は祭り自体が娯楽であり

楽しみだった時代から、現在の祭りはオンリーワンの娯楽でなくなったよう

に思います。現在はやりの都市型のフェスタがあり、遊園地があります。で

も、祭りになれば血が騒ぐ、そんな祭りはやはり伝統文化が続く祭りではな

いかと思います。ユネスコ無形文化遺産登録を機に、血の騒ぐ祭りに盛り上

げていきたいと思います。しかし、問題も山積みです。ダンジリの幕は今で

も非常に高価なものです。本年、見送り幕を新調したところ、総額約1900万

円のうち、600万円は町内、自治会の負担でございました。今後、ダンジリ

を継続、維持管理していく上で大変厳しいことでございます。そして、また、

ダンジリの上で奏でるおはやしに関しましては、町内の子どもたちも少なく

なり、おはやしを受け継ぐ人すらいなくなる可能性もあります。ユネスコの

無形文化遺産登録は大変喜ばしいことですけれども、今後続けるために皆様

方には御協力を賜りたいという切実な言葉もございました。 

 この上野天神祭のダンジリは神社のものではなく各町内のものでございま

すので、これからの継続といいますか、維持管理が大変になっておりますの

で、財政面でも御支援いただきたいことを申し述べたいと思います。 
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 それでは、次の質問に入ります。 

 続きまして、今度は農業の質問でございます。農地耕作条件改善事業など、

定額助成の見直しについてお聞きします。 

 改めて申し上げるまでもございませんが、日本の農業は、農業従事者の減

少や高齢化、農業所得の減少など、厳しい状況にあります。このような中、

食品自給率の向上を図るとともに、農業の有する多面的機能が将来にわたっ

て発揮されるよう、農地の大区画化、汎用化等の基盤整備を行い、農地中間

管理機構による担い手への農地集積・集約化、稲作から高収益作物への転換

などが進められているところでございます。 

 平成27年度には農地耕作条件改善事業が創設され、既に区画が整備されて

いる農地の畦畔除去など、農地の簡易な区画拡大、農業者の自力施工も活用

した暗渠排水整備など、耕作条件の改善が進められており、こうした整備済

みの農地の簡易な整備に、標準的な単価を用いて算定した工事費２分の１に

相当する額が定額で助成されています。 

 農家の皆さんにとって非常にありがたい事業であるわけでございますけれ

ども、最近になって、この年度中、平成28年度補正予算成立時に国が定額助

成の見直しを行いました。暗渠排水の助成では、単価が半分になったものも

ある状況です。 

 事の発端は、国会審議等において、定額助成は農業者自らの施工実態が確

認できず、実際は10分の10補助となっているのではないかなどの指摘を受け

たところによるものでございます。今回の見直しに当たり、国からの事前説

明は全くなく、半ば一方的な通知であったことから、私の地元である伊賀市

をはじめ、三重県下で事業を実施中の事業主体からは不満の声が上がってい

るところでございます。また、全国的にも同様の状況になっていると聞いて

おります。 

 特に、既に事業を実施、継続している地域においては、これまでの実施箇

所とこれから実施する箇所の助成単価が異なることから、同じ地区内での平

等性が確保できないとのこと、新規着工予定地区のうち、既に助成単価を見
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込んで地元調整済みの地域においては、今回の見直しで事業実施の前提条件

が大きく変わることから、中止する地区も出てきている状況にあります。 

 そこで質問をいたします。農地耕作条件改善事業等の定額助成の見直しに

ついて、国は事業者に対し、これまでの経過も踏まえ丁寧に説明をするべき

と考えますが、県の考え方をお聞きします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 農地耕作条件改善事業等の定額助成の見直しに

当たって、国が説明すべきではないかということに対する県の考え方を御説

明申し上げます。 

 農林水産省所管の農地耕作条件改善事業などで行われている暗渠排水の定

額助成につきましては、耕作土の剝ぎ取りの有無などの現場条件や使用機械

などの実態に応じた単価の見直しがなされ、平成28年度補正予算から適用さ

れたところであります。 

 県内においては、平成28年度補正予算により、伊賀市愛田地区ほか５地区

において、定額助成による暗渠排水の工事が実施される予定であります。 

 今回の見直しでは、掘削と同時に管を埋設する工法の場合、助成額が10

アール当たり従来15万円であったものが７万5000円に変更されたことから、

議員からも御指摘がありましたように、農家の自己負担額が増え、事業実施

が難しいなどの影響が出ています。 

 県として、国に対して単価改正の経緯など詳細な説明を求めているところ

であり、近々県内で事業主体なども含めた説明会が行われることになってい

ます。 

 また、市町の皆さんと連携し、国に対して事業のこうした見直しに際して

は、地域の実情や土地改良団体等の意見を十分に踏まえるとともに、事業関

係者に対して事前に丁寧な説明を行うことなどを要望していきたいというふ

うに考えています。 

 今後も引き続き、耕作条件の改善など、きめ細かな基盤整備が着実に進む

よう、市町とともに取り組んでいきたいというふうに考えています。 
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 以上でございます。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 これは私の地元であったことなので言うわけではないのですけれども、全

県的にも、全国的にもあった事例かなと思います。関西弁で言うと、殺生や

なと、本当に、そんな、どうしてくれるのということだと思います。 

 せっかく補正予算がついて、喜んで次の事業をやっていくというときに、

思ったよりも倍の負担がかかるということは、これから農業をやっていく耕

作意欲の低下にもつながりますし、しっかりと説明責任を果たしていただき

たいと思います。 

 これは国が決めたことですのでと言わなくて、やっぱり県もしっかりと、

一緒になって事業主体の皆様に説明をしていただきたいと思います。 

 続いて、獣害対策の推進について３点お伺いをいたします。 

 １点目は、鳥獣被害防止特別措置法の改正についてでございます。 

 この鳥獣被害防止特別措置法の改正は、鹿やイノシシ、猿などの野生動物

による農林業被害の減少などにつなげようと議員立法で提出され、11月25日

の衆議院本会議において全会一致で可決、成立をいたしました。改正法では、

鳥獣被害対策実施隊の設置促進や体制強化、捕獲した対象鳥獣の食品として

の利用等の推進、これはジビエのことかと思います、などが盛り込まれたと

ころですが、その内容についてお伺いをしたいと思います。 

 ２点目は、年々深刻さを増す鹿被害への対策についてでございます。 

 ニホンジカは大きな群れで行動しないことから、猿に比べ大量捕獲が難し

いと聞いていますが、伊賀地区におけるニホンジカの捕獲頭数は、平成25年

度が1795頭、平成26年度が2650頭、平成27年度が3171頭と、年々増加傾向に

あります。 

 しかしながら、地域は被害の減少を実感するまでは至っておらず、農林水

産業被害に計上されないまま様々な被害が発生しています。 

 一つの例ですけれども、伊賀市には青山高原というところがございます。
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これは大変な保養地で、観光客も多くいらっしゃるところでございます。春

には毎年恒例のつつじまつりというのがありますけれども、その肝心のツツ

ジが、鹿がやわらかい芽を食べてしまってツツジが咲かないということで、

つつじまつり自体の存続が危ぶまれるということになっているようでござい

ます。 

 深刻さが増す鹿被害への対策についてお聞きしたいと思います。 

 続いて３点目でございます。 

 新聞報道によりますと、県内で４月から10月に報告された、熊と見られる

動物の目撃情報は、前年度の４倍強、26件あり、11月13日には紀北町の山中

で、狩猟中に熊と遭遇した男性が軽傷を負うという事故が発生いたしており

ます。全国的にも熊の目撃件数は前年度より増加傾向にあると聞いていると

ころですが、大きな事故につながらないために、熊への対応はどのようにお

考えであるのか、県の考えを聞きたいと思います。 

 以上３点をまとめてお願いいたします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 鳥獣被害防止特別措置法の改正、それから鹿被

害、それから熊への対応、三つにまとめてお答えをさせていただきます。 

 まず、鳥獣被害防止特別措置法につきましては、本年11月25日に改正案が

可決、成立し、12月２日に公布、施行される予定であり、その主な内容とし

まして、捕獲体制の強化を図るための鳥獣被害対策実施隊の設置と充実、捕

獲技術の高度化に向けたＩＣＴ技術の活用、捕獲鳥獣の食品としての利用、

いわゆるジビエとしての利用推進などが盛り込まれたほか、捕獲や電気柵の

設置等における安全対策の徹底などが追加されることとなりました。 

 また、本年12月３日が期限となっていました猟銃所持許可更新時の技能講

習免除措置の期限が、５年間延長されることとなりました。 

 今回の鳥獣被害防止特別措置法の改正を踏まえ県では、獣害情報や捕獲技

術等をさらにきめ細かに市町へ提供するとともに、市町の獣害対策の基本と

なっています被害防止計画の充実を図ることで捕獲強化につなげていきたい
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というふうに考えています。 

 また、本県が有していますＩＣＴを活用した特許技術等による被害対策の

高度化に向けまして、県の農業研究所や林業研究所において、技術開発と現

地での実証を継続して進めていくこととしています。 

 さらに、ジビエの利用推進については、全国に先駆けて整備しましたみえ

ジビエ品質・衛生管理マニュアルの普及や、みえジビエ登録制度による登録

事業者の拡大をさらに進めるとともに、本年８月に設立しましたみえジビエ

推進協議会と連携し、みえジビエの付加価値向上に向けた商品開発、販路開

拓に取り組んでいきたいというふうに考えています。 

 また、三重県における野生鳥獣による農林水産業被害額は、平成27年度に

５億1700万円まで減少し、ピーク時の平成23年度と比べて大幅に減少してい

ます。 

 しかし、集落代表者に対するアンケート調査においては、被害軽減を実感

するには至っていないということがうかがえます。特に、議員も御指摘の鹿

については、生息密度が高いことから、先ほども御紹介がありましたツツジ

などの食害をはじめ、再造林への意欲の喪失、あるいは列車や車との衝突事

故など、被害金額に計上されていないような被害も大きいということで認識

しています。 

 そのため、本年７月に、増え過ぎた鳥獣に対するための第二種特定鳥獣管

理計画（ニホンジカ）につきまして、この計画を変更し、年間捕獲頭数の上

限撤廃、雄鹿の捕獲制限の撤廃など、さらなる捕獲強化の方針を打ち出した

ところであります。 

 また、衝突事故などの生活被害に対応するため、本年９月に関係機関によ

る連絡会議を設立し、被害情報等を共有しているところであります。 

 さらに、伊賀地区では、猿の大量捕獲技術の実証に引き続きまして、ＩＣ

Ｔを活用した大型捕獲おりによる鹿の捕獲技術の開発に取り組んでおります。 

 今後は国の方針に沿って、平成35年度までに鹿の生息数を平成24年度対比

で半減させるということを目標に捕獲を強化するとともに、獣害情報マップ
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等を活用し、生息密度や被害の大きい地域での重点的な捕獲を推進していき

ます。 

 次に、熊についてであります。 

 本年度の熊の目撃件数は、11月末時点ですが、昨年度対比20件増の28件と

いうことで多くなっております。山中での目撃が多いことから、三重県内の

熊は、頻繁に人里付近に出没するなどの人なれが進んでいる状況にはないと

いうふうに考えています。こうした中、熊への対応は、昨年度に取りまとめ

た三重県ツキノワグマ出没等対応マニュアルに基づきまして、市町、警察等

と連携を図りながら、目撃現場の確認、周辺地域への注意喚起などを適切に

行っているところであります。 

 今後も引き続き、熊の特徴や注意点などについて情報提供に努め、やはり

事故に遭わないための正しい知識を普及啓発していきたいというふうに考え

ています。 

 以上でございます。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 私も伊賀の山奥に住んでいますが、子どものころは獣害って全然なかった

かなと思っております。 

 また、獣害に関しましては、イノシシが大量に増えて駆除すると、今度は

猿が出てきたと。猿が一段落したら今度はニホンジカだと。本当にころころ

ころころ生態系が変わっていっているような気がします。我々の地域の話題

では、次は熊が来るのと違うかと。熊が来たらやっぱり人的被害が一番心配

されるので、対策もしっかりとってほしいなと思っております。どこかの市

長は熊のことでお叱りの電話を入れたそうですけれども、本当に農業被害は

お金の被害ですけれども、熊になりますと人的被害、人命にかかわりますの

で、しっかりと対策をとっていただきたいと思っております。 

 続いて、中山間地域の農業振興についてお聞きをいたします。 

 本県の総面積の約７割を占める中山間地域は、洪水や土砂の流出を防止し、
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食料や水を供給するなど、生活する上でなくてはならない役割を担っており

ますが、皆さん御存じのとおり、過疎化、高齢化が進んでおり、大変厳しい

状況にあります。また、農地は急傾斜が多く小区画であることから営農条件

が大変悪く、耕作放棄地の割合も増えてまいりました。 

 こうした状況はかなり前からのことであり、国においては平成12年度から

中山間地域等直接支払制度を導入し、中山間地域の農業者に対し、一定の条

件のもと、平地農業との生産条件の差し引き額を交付しているところでござ

います。しかしながら、中山間地域の農業者の皆さんにお話を聞いてみます

と、農業者の高齢化、後継者不足から、いよいよこうしたお金をいただいて

も労力がないということで、大変苦慮をしているとのことでございます。 

 そこで、県土の約７割を占める中山間地域における農業振興対策について、

どのように県では考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 中山間地域等における農業振興策についてお答

えをさせていただきます。 

 中山間地域の農業は、農産物の供給に加え、県土の保全、心を和ませる景

観や多様な生物の生息の場を提供するなど、多面的な機能を有しています。 

 しかしながら、中山間地域では高齢化や人口減少が顕著で、農業の担い手

不足や地域コミュニティー機能の低下が進んでいるところであります。 

 こうした中、中山間地域等直接支払制度の活用について、取組が困難と

なってきた地域等において、今、議員からも御紹介がありましたが、従来の

協定範囲を複数集落に拡大し、近隣の営農組織の協力を得るなど、農業生産

を維持できる体制づくりに取り組んでいるところであります。あわせて、農

業生産の維持、効率化を図るため、小規模な圃場整備や、農道、用排水路の

改修など、中山間地域の地形条件を踏まえた農業基盤整備事業などにも取り

組んでいます。 

 また、中山間地域農業の活性化に向けまして、地域資源の有効活用を図る

地域活性化プランづくりを推進し、地域特性を生かした多様な作物の導入、



－1685－ 

６次産業化、農業体験など、多角経営に取り組む集落営農組織の育成を進め

ているところであります。 

 例えば、伊賀市の川上営農組合では、小麦の後作として栽培するソバを活

用した手打ちそばの販売とそば打ち体験の実施、あるいは、同じく伊賀市の

青山マロンクラブでは、集落の高齢者や移住者などによる休耕田を活用した

クリの生産販売、さらにこの販売についてはＳＮＳの活用など、そういった

取組により、農業の振興を図られている地域もあるわけでございます。 

 さらに、中山間地域農業の活力向上を図り、次世代に円滑に継承していく

ため、平成27年度から中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェクト事

業を実施しておりまして、地域の農業法人等を核として、例えば、都市から

の移住者によるコンニャクイモの生産加工販売や、農家民泊の運営、この取

組事例は、ふるさとづくり上高尾の会、伊賀市の皆さんでございます。また、

地域産品を使った山里レストランを核とした地域コミュニティーの構築と集

客交流、これは伊賀市の特定非営利活動法人あわてんぼうの皆さんでござい

ますけれども、など、県内八つのモデル地域において、担い手の確保や雇用

機会の創出につながるような取組を、市町、関係団体と連携して進めていま

す。 

 今後もこうした様々な取組を着実に広げることによって、中山間地域農業

の振興を図り、地域の活力向上につなげていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） ありがとうございました。 

 中山間地域など条件不利地域における農業は、存続自体が危ぶまれており

ます。早急な対策を講じていただきたいと思います。特効薬はありませんけ

れども、新たな発想を持って三重県版の農業をしていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、最後の質問に参ります。 
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 交通安全施設の整備についてであります。 

 県政に携わるようになりまして、多くの方、多くの団体の方から要望をい

ただくのが道路整備、とりわけ白線の補修をしてくれとの声を多く聞かせて

いただきます。我々県境の地域では、他府県ナンバーのドライバーも多く

入ってくるわけでございますので、初めてその地域に入るわけでございます。

その中で、交差点の停止線、「止まれ」の標示、横断歩道については、大変

大きな人身事故につながることも考えられますので、早急な対策が望まれて

おります。加えて、近年はトレーラー輸送が増えた影響で道路の傷みも大変

激しく、センターラインの消えているところもたくさんあると思います。 

 県はどのぐらいの箇所を把握しているのか、それに伴う予算はしっかりと

とっているのかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔森元良幸警察本部長登壇〕 

○警察本部長（森元良幸） 交通安全施設整備の要望受理状況等についてお答

えいたします。 

 議員御指摘のとおり、道路標示、残念ながらかなりの数が摩耗して、視認

性が低下している状況にございます。平成27年中、道路標示につきましては

県民の皆様から680件の塗りかえ要望を、そして、信号機の新設整備につい

ては、同年中139件の要望を受理しております。 

 こうした要望は県民の方からの切実な声として重く受けとめまして、調査

結果を記録し、予算要求等の基礎としております。 

 本年７月末時点の把握としまして、横断歩道につきましては1715本、停止

線につきましては2992カ所の塗りかえが必要と把握しております。 

 こうした状況を踏まえた警察の対応でございます。 

 塗りかえが必要と判断した道路標示につきましては、優先順位をつけて順

次塗りかえを行うということになりますが、その判断に当たりましては、担

当者が漏れなく現場に赴きまして、摩耗度、交通量などを確認して、予算の

範囲内において緊急性の高いものを選定することになります。 

 また、この際、交通量や摩耗度だけではなくて、例えば児童や高齢者の利
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用が多いかといった点ですとか、交通事故が発生する可能性が高く、交通規

制や道路の状況を運転者に確実に認識させる必要が高い場所かといった点も

確認をしてまいります。 

 なお、警察といたしましては、県民の皆様からの要望に誠実に対応するこ

ととあわせまして、老朽化した信号制御機の更新など、交通安全施設のイン

フラ老朽化といった点についてトータルに対処してまいりたいと考えており

ます。交通安全施設の的確な維持管理に、今後とも十分しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上です。 

   〔16番 木津直樹議員登壇〕 

○16番（木津直樹） 最近は、高齢者の運転、そして、また、高齢者の交通事

故が大変課題になっております。 

 うちの近所のおじいちゃんとおばあちゃんが伊勢志摩に車で出かけました。

議員さん、伊勢は走りやすいわ、真っ黒な道に真っ白なラインがしゅーっと

通っていますと、それで、停止線もすごくわかるということで、本当に、す

ねているわけじゃないですが、そう言われました。 

 標識だけではなく、高齢者は道をよく見るらしいですね。道幅、そして、

横断歩道があれば歩行者が来るんだなという予知もできるし、「止まれ」と

書いてあったらとまるということで、しっかりと交通安全施設を整備してい

ただくように三重県全体でよろしくお願いしたいということを申し上げまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（中村進一） 暫時休憩いたします。 

午後０時１分休憩 

                                    

午後１時０分開議 
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開          議 

○副議長（日沖正信） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（日沖正信） 県政に対する質問を継続いたします。23番 津村 衛

議員。 

   〔23番 津村 衛議員登壇・拍手〕 

○23番（津村 衛） 尾鷲市・北牟婁郡選出、新政みえ所属、木津議員から御

紹介をいただきました津村衛です。 

 議長のお許しをいただきましたので、質問に入らせていただきたいと思い

ます。 

 11月12日と13日の２日間にわたり、紀北町で三重紀北シートゥーサミット

が開催されました。 

 １日目は、紀北町東長島公民館において、知事も出席のもと開会式が行わ

れた後に、環境シンポジウムを開催いたしました。ＮＨＫエンタープライズ 

エグゼクティブ・プロデューサーの井上恭介氏に「人の営みとともにある自

然」と題して基調講演をいただき、続いて、ネーチャーフォトグラファーの

内山りゅう氏と、地元の交流空間みやまの田上至会長をパネリストに招き、

「奇跡の透明度 清流『銚子川』の魅力」と題してトークセッションが行わ

れました。 

 ２日目は、城ノ浜海水浴場をスタートし、海をカヤックで11キロメートル、

陸に上がり、自転車で22キロメートル、最後は、ゴールの便石山まで熊野古

道を６キロメートル歩くという、熊野灘の大自然の魅力を全身で満喫できる

環境スポーツイベントを実施しました。 

 パネルを御用意しましたので、御確認ください。（パネルを示す）左上は

開会式の後のトークセッションの様子でございます。右上がカヤック、左下

が自転車、そして、右下が熊野古道を歩くというルートの写真でございます。 

 大変大盛況であったというふうに伺っております。私自身も大変このシー
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トゥーサミットには注目をしていたんですが、ちょうどその時期、11月の12

日、13日とかは伊賀にいることが多かったものですから、知事にもお越しい

ただいて本当に申しわけなかったんですが、私は出席をすることができませ

んでした。その状況だけお聞きしております。 

 このシートゥーサミットというのは、サミットとはついていますが、ポス

トサミットとかの関係ではございません。2009年から全国で行われている大

会でありまして、アウトドアを楽しみながら自然について考えてほしい、自

然体験を通じて里山の地域おこしに協力したいという理念のもとに、株式会

社モンベルと各自治体が協力しながら開催する大会でございます。 

 今年は全国各地で九つの大会が実施され、三重県での開催は何と東海地方

初の開催であり、全国九つの大会の中で最多の144組224名が参加されました。

当初は先着100組の定員の予定でしたが、申し込みが殺到したために急遽1.5

倍にまで定員を増やして対応されたそうです。参加者の最高年齢が77歳、最

年少が９歳で、大きな事故やトラブルなく、大成功に閉会することができま

した。 

 この大会の主催は、紀北町関係者で組織する三重紀北ＳＥＡ ＴＯ 

ＳＵＭＭＩＴ実行委員会で、モンベルグループが運営を協力しての開催と

なっております。地元では、漁船による海上の安全管理や森林組合による歩

くルートの整備など、多くの地元関係者の協力を得て開催されました。また、

町なかを走る自転車ルートでは、町民の皆さんがたくさん沿道に出て声援を

送ってくれたことが参加者にとってもすごくうれしかったというふうに伺っ

ております。改めて、関係者の皆様に心から敬意を申し上げます。 

 さて、本年９月15日に、三重県が全国の自治体として初めて、株式会社モ

ンベルと包括協定を結び、三重県の豊かな自然の魅力発信やエコツーリズム

の促進による地域経済の活性化など、様々な分野で連携しながら三重の自然

体験を盛り上げていくこととしています。また、これも都道府県としては初

となりますが、モンベルが設定するフレンドエリアに県全域を登録し、自然

などの魅力発信に取り組んでいただいていますし、全国各地のフレンドエリ
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アやフレンドショップとモンベルの会員をつなぐモンベルクラブ・フレンド

フェアへの出展も、積極的に県として行っていただいております。 

 このような状況を受け９月に、紀北町をはじめ三重県南部地域で、シーカ

ヤックやトレッキングなどの自然体験を提供する方々が一堂に集まり、県担

当者から三重まるごと自然体験構想の取組やモンベルとの協定などについて

説明をいただき、県の熱意を知ることができ、大変有意義な意見交換をさせ

ていただきました。今回のこのシートゥーサミット開催に当たってもこの

方々が、企画、運営にも大いに協力いただいているというふうに聞いており

ます。 

 このような自然体験を提供する活動団体の方々が生き生きと活躍すること

が、三重を自然体験の聖地にという三重まるごと自然体験構想の実現のため

にも非常に重要と考えており、今後の県の積極的な取組について期待をして

いるところでございます。 

 まず、総括的にお聞きをいたしますが、大盛況で終えることができました

シートゥーサミット、また、先ほども申したように、フレンドフェア出展で

の成果を今後地域の活性化にどのように生かしていくのかお聞かせください。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） シートゥーサミットの総括、そして、そうした

ものを地域活性化に今後どのように生かしていくかということについて御質

問をいただきました。 

 シートゥーサミットは、単なるアウトドアスポーツのイベントではなく、

議員からも御紹介がありましたように、水の流れをさかのぼりながら自然の

循環に思いをめぐらせ、かけがえのない自然を考えることをコンセプトとし

て、カヤック、自転車、ハイクの人力によるアクティビティーを楽しみなが

ら、海、いわゆるシーから、山、サミットを目指すイベントです。 

 先月12日と13日、２日間にわたって開催された三重紀北大会では、今年度

全国で９回にわたって開催されてきたシートゥーサミットの最終を飾るもの

で、参加者はモンベル会員を中心に、今年度この大会の中では最高の224名、



－1691－ 

中でも、北は山形県、新潟県、あるいは香川県の20県、それから、スイスか

らも御参加をいただいて、非常に多種多様な方に御参加をいただきました。 

 １日目については、御紹介がありましたように環境シンポジウム、パネル

ディスカッションで、大変、紀北の、特に銚子川等のＰＲができました。そ

して、２日目は11月と思えないような天候に恵まれて、ほぼ全員が無事に便

石山の頂上に到達できるということになりました。 

 今回のシートゥーサミットは、県内企業などの協賛も得られましたし、紀

北町をはじめ、観光協会、関係団体などの皆さんがスタッフとして大変活躍

いただき、大きな混乱もなく成功裏に終えることができました。 

 大会参加者に行ったアンケートでは、天候に恵まれたこともあって、コー

スの設定、イベントの運営や雰囲気、沿道の住民からの熱心な応援など、全

体的に高い評価が得られたほか、次年度以降の継続的な開催を望む声や、

シートゥーサミット以外でも訪れたいというような意見も多数いただきまし

た。 

 また、参加したメディアの編集者の皆さんからも、銚子川や熊野灘など、

紀北町の海、山、川、里などの自然のすばらしさを評価する声がＳＮＳ等で

リアルタイムで発信されたほか、今後、アウトドア関係の雑誌などでも紹介

されることとなっているところであります。 

 このような評価をいただいたことから、今回、シートゥーサミットの開催

では大きく二つの成果といたしまして、一つ目は、紀北町の自然のすばらし

さに対する認知度や知名度の向上、二つ目として、集客、交流の拡大に向け

た地域の受け入れ体制の構築が図られたものと考えています。 

 今後は、こうした成果などを大いに生かしながら、シートゥーサミット以

外でも体験者に訪れていただけるよう、例えば様々な自然体験プログラムの

開発、磨き上げや体験コースの整備、地域の食などの提供もあわせた地域の

連携による周遊プログラムづくりとその発信などの促進に取り組む必要があ

ると考えています。 

 さらに、今後、地域における体験者の拡大を図るためには、情報発信力の
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非常に高いモンベルとの連携が重要と考えており、本年９月に県とモンベル

の間で、アウトドア活動の促進を通じた地域の活性化などを目的に包括協定

を締結したところでありまして、三重の豊かな自然の魅力発信などに向けて、

しっかりと連携していきたいというふうに考えています。 

 特に、モンベルが抱えます約70万人のモンベルクラブ会員などを対象とし

て開催しますモンベルクラブ・フレンドフェアについては、アウトドアス

ポーツに関心の高い会員が１万人を超えて来場をいただき、非常に発信効果

のすぐれたイベントとなっています。平成28年度、横浜市と大阪市で開催さ

れたフレンドフェアでは、県も市町や自然体験活動団体の皆さんと共同で出

展し、シートゥーサミットをはじめまして、県内の自然体験の魅力について

発信してきたところであります。引き続き、モンベルクラブ・フレンドフェ

アに出展し、県内で開催されるイベントや自然体験の魅力などについて発信

していきたいと考えています。 

 今後は、三重まるごと自然体験ネットワークの交流会等において、シー

トゥーサミットの開催などの事例報告やワークショップの実施、意見交換会

の開催等に取り組み、県内の自然体験活動の拡大や質的向上につなげていき

たいというふうに考えています。三重を自然体験の聖地としていくため、引

き続きモンベルなどと連携しながら、本県における自然体験の魅力を磨き上

げ、発信してまいります。 

 以上でございます。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。 

 シートゥーサミットの成果として、紀北町の認知度が上がったということ

と、集客、受け入れ体制の構築ができたということでお答えをいただきまし

たし、モンベルクラブ・フレンドフェアのことについても触れていただきま

した。 

 今回質問させていただきましたのは、私も部長がおっしゃられましたよう

に、モンベルとの協定、本当に大変有意義なものだと思いますし、大変大き
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なチャンスだというふうに思っておりますので、そういう視点からいろいろ

とまた要望もさせていただきたいと思います。 

 シートゥーサミットなんですが、やはりこれは、２日目もあったんですが、

２日目の夜も地元に泊まられた方もたくさんいらっしゃるというふうに伺っ

ていますし、経済効果もかなりあったというふうに聞いています。地元の

スーパーなどでは、おにぎりや総菜などが全て売り切れていたとか、あるい

はいろんな飲食店にもカヤックを積んだような車がたくさんとまっていたと

いうようなことも聞いていますので、やはり経済的な効果も非常に高かった

のかなというふうに思います。 

 また、フレンドフェアの話なんですが、そこに出展された方々からの現場

の声として聞かせていただいたんですが、県の職員が非常に頑張っていただ

いていたというふうに高い評価を聞けました。ほかの県や市町も出ていたん

ですが、本当にブースの中に入って、ただパンフレットを並べてそこで待っ

ているだけの状態だったのにもかかわらず、三重県職員はどんどん前に積極

的に出て来場者に声をかけていたということで、本当に心強く感じたという

ふうに参加者の方からも高い評価をいただいておりましたので、この場で紹

介をさせていただきたいと思います。 

 また、そのフレンドフェアなんですが、他の自治体は先ほども言いました

ようにパンフレットとかを並べているだけ、でも、三重県に関しては、例え

ば尾鷲ヒノキのかんなくずとかをたくさん置いてそこで体験するということ

を提供したそうなんです。すると、やっぱりほかのところには人は行かずに、

体験、体感できるようなそういうブース、三重県にすごく人が集まってきた

ということもお聞きしております。今後、引き続き県の方々の積極的な取組

と、できる限り、モンベルの会員というのは、ただ単にパンフレットを見た

い人ばかりではなくて、自分自身が、自らが体験したいという人がたくさん

来られますので、そういう意味においても、今回のフレンドフェアに参加し

たことをしっかりと次に生かしていただきたいなというふうに思っておりま

す。 
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 三重県には、海と山と川、すばらしい状態で残っておりますし、その自然

の中で、それをなりわいとして農家であったり漁業であったり林業家が生活

している、そういう本物が根づいた、息づいたすばらしい県だというふうに

僕は感じています。そんな本物が根づいているフィールドを活用して、県内

外、国内外の方々に自然体験を行っていただくということは、今の求められ

る体験、体感型の旅のニーズにも非常に合っていると思いますし、今ある豊

かな自然を生かしていくという三重県らしい取組かなというふうに感じてお

ります。先ほどのシートゥーサミットの効果でも言わせていただきましたが、

やはり人が動けば物も金も動きますので、これからの地域活性化の大きな起

爆剤になるということは間違いないというふうに感じております。 

 しかしながら、豊かな自然だけであれば、全国にはたくさん、同じような

県、同じような自治体はあります。そこに、先ほど 仲農林水産部長もおっ

しゃられましたが、70万人弱を超える会員を有するモンベルと提携をしたと

いうのは、本当に求めている会員の皆様に情報としてダイレクトに伝わると

いうことですので、効果というのは絶大であるというふうに思っております。 

 ですので、ぜひとも三重まるごと自然体験構想実現に向けて、モンベル及

び自然体験を提供する方々との連携をより強固なものにしていただきたいと

いうふうに思いますし、三重県はモンベルと協定を結んでいるわけですので、

他県にはない取組というのをやっぱり期待いたします。 

 例えば、モンベルという会社は旅の提供だけがメーンではありません。ア

ウトドアの服であったり、アウトドア用品というものを開発して、それの販

売というのがもともとのメーンでもございますので、そこに対しても三重県

としてしっかりとかかわっていくというような取組が非常におもしろいので

はないかなというふうに思いますし、三重県でつくられたウエアが売られて

いるということになりますと、モンベル会員の皆様も三重県に対する関心度

というのが非常に高まってくると思います。 

 さっきのシートゥーサミットの効果の中でも、シートゥーサミット以外の

ときでも訪れたいというふうにおっしゃっていただいた方もいらっしゃると
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いうことですので、そういうことも含めると、やはり三重県としてモンベル

にしっかりとそういう面でも携わっていくべきではないかなというふうにも

感じております。 

 また、フレンドエリアのほかにも、ジャパンエコトラックという、トレッ

キングやカヤック、自転車といった人力による移動手段でスローな旅をする

という新しい旅のスタイルがございます。これは、全国で五つのエリアが

ジャパンエコトラックとして認定されていまして、旅行者が快適に安心して

楽しめるような統一した標識の整備などを行いながら旅をサポートするもの

でございます。 

 今後は三重県としても、このジャパンエコトラックに向けても検討すべき

ではないかなというふうに思うんですが、先ほどのモンベルの商品開発への

協力であったり、あるいはジャパンエコトラックの検討についても今後進め

ていただきたいと思うのですが、そのあたりの認識についてお伺いいたしま

す。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 議員御紹介のように、モンベルはアウトドア用

品等をたくさん開発していまして、実際、既に農業用とか林業用のウエアも

開発を手がけてみえます。協定の中には農林水産業の活性化に関することと

いうことでも協定がありまして、実はそういったフィールドを利用してでき

たウエアがモンベルで売られる、そのフィールドを提供したのが三重県の林

業者であったり、農業者が実際に着用をしながら一緒に開発したということ

につながれば、非常に我々としても、地元の農林水産業者も元気になります

し、また、まさに三重県のＰＲにもつながるということで、ぜひそういった

働きかけもしていきたいと思っています。 

 ２点目のジャパンエコトラックについてでございます。 

 議員から御紹介がありましたとおり、地域へ来られる、そしてそれを迎え

るということ自体、活性化に向けての非常に大事な取組だと思っていまして、

ジャパンエコトラックの地域として選ばれますと、モンベルのいろんな店舗

でパンフレットを置いていっぱいＰＲができるということです。ただ、その
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ためには、旅行者が迷わずに快適に旅をするために全国共通の、例えば看板

でありますとか、デザインルートマップですとか、トイレとか、あるいは自

転車で回るときのメンテナンス機器をどうするかとか、それを協力いただく

自転車屋とかと、地元の皆さんとしっかり協力してまとめ上がっていって、

地域が盛り上がってこういうものができると思っています。せっかくモンベ

ルと協定を結びましたので、このシートゥーサミットを基盤にしながら、そ

ういう方向に向けてもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。 

 ぜひとも、ウエアの開発も含めまして、あと、ジャパンエコトラックも含

めましてまた前向きに検討していただきたいなというふうに思います。 

 続きまして、人材育成についてちょっとお伺いをいたします。 

 三重まるごと自然体験構想では、その実現に向けた取組といたしまして、

活動団体が生き生きと活動できる環境の整備、自然体験プログラムの開発、

人材の育成、国内外に向けた情報発信、意識の啓発という五つの項目が挙げ

られています。中でも人材育成というのが私は大変重要であるというふうに

思っています。自然体験活動のコーディネートであったりマネジメント、安

全管理などができるインストラクター、ガイドなど、旅行者が安心して自然

体験を行っていただくためには一番そこが重要なのではないかなというふう

に考えています。特に、これからは海外からの体験型アウトドアの旅行者も

増えることから、国内向けだけではない対策をとっていかなければいけない

というふうに思っています。 

 そんな中、日本山岳ガイド協会が先日11月14日に長野県白馬村にて代表者

会議を行い、2020年の東京五輪までに登山ガイドを国家資格化するための協

議を関係省庁と始めたとする報道がなされました。高度な知識や技術を持っ

たガイドを公的な基準で認定し、登山者の安全を確保するのが狙いだそうで、
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近年の登山ブームや海外からの観光客の増加を見込んでの取組のようです。 

 その考え方は非常に理解はできるのですが、まだ仮定の話だとしても、も

し登山ガイドが国家資格となった場合、当然ながら世界遺産熊野古道の語り

部も含め、県内での自然体験や山登りを提供している方々への影響というの

もあるのではないかなというふうに思いますし、実際に、県内の関係者から

は様々な不安の声が上がっております。 

 現在把握されている状況であったり、もし登山ガイドが国家資格となった

場合、想定される県内への影響など、実際、県としての今のお考えをお示し

ください。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 日本山岳ガイド協会において現在検討が進めら

れております登山ガイドの国家資格化に向けた動きについて御答弁をさせて

いただきます。 

 日本山岳ガイド協会では、１年を通して本格的な登山ルートのガイドを行

う山岳ガイド、それから、積雪のない時期の登山道のガイドを中心に行う登

山ガイド、里山や高原の自然を解説する自然ガイドなど、経験や技術に応じ

た様々なガイド資格を設定しており、現在、全国で約1800名のガイドが登録

されている状況です。 

 このような中、日本山岳ガイド協会では、増加する登山者の安全を確保す

るため、高度な知識や技術を持ったガイドを国の公的な基準により認定され

るよう、これまで同協会が認定してきたガイド資格の国家資格化に向けた活

動を本年11月に始めたところであります。 

 三重県では現在10名の方が、山岳ガイド及び登山ガイドに登録されていま

すが、県内には高度な登山技術を要する山が少ないこともありまして、この

ガイドの資格所有者の皆さんのほとんどは県外で活動しておられる状況です。 

 一方、県内では、議員からも御紹介がありました熊野古道の語り部など、

日本山岳ガイド協会の資格によらず、自然の見所や歴史、文化の解説を行う

方々が多く活躍されています。日本山岳ガイド協会が目指しています国家資
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格化の内容によっては、現在県内で活動されているガイドの方々や、ガイド

を利用して県内で登山を楽しまれる方々に影響が及ぶことも考えられます。 

 今後は、関係省庁への情報収集を行うなど、国家資格化に向けた検討状況

について、しっかり動向などを注視してまいりたいというふうに考えていま

す。 

 以上でございます。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。 

 確かに、報道がなされたばかりですので、国としても法整備がどのように

進むかというのはなかなか見通しが立たないような状況だというふうなお話

も聞いておりますが、やはりそういう自然体験を提供しているような方々の

話を伺いますと、2020年まであと４年しかありませんので、この４年間で法

整備までというのはもしかすると難しいかもしれないけど、でも、遅かれ早

かれそうなるというふうに見込んでいます。 

 ですので、やはり早急な対応というのが必要かなというふうに思っていま

すし、既に他県では、日本山岳ガイド協会と連携しながら、それぞれの地域

にガイド協会というのも立ち上げて、山岳自然ガイドの育成をはじめ、遭難

防止や環境保全など、持続可能なツアーの企画というのをしっかりとした資

格を持ったガイドをもとにいろんなプランを立てたりというふうな動きに

なってきています。 

 当然のことながら、資格を有するガイドが旅をサポートするというのは、

海外では普通に、もうスタンダードなツアーだというふうに聞いています。

ただ、日本ではそういう流れは今のところはないですが、これからやはりそ

うなってくるであろうというふうに見ています。 

 実際に、お隣の奈良県でも奈良山岳自然ガイド協会というのを立ち上げて

おりますし、そこでガイドの育成などやツアーの企画なども行っているそう

でございます。ですので、国家資格になったら慌てて、じゃ、資格を取らな

あかんというふうになった場合、資格を取るにしても年に１回か２回のチャ
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ンスしかないそうですし、それにかなりの時間と費用がかかるというふうに

も伺っております。ですので、やはり今後の流れをいち早くキャッチしてい

ただいて、できる限り県内に関係するような方々に情報提供とさらなる連携

の強化というのをよろしくお願いしたいと思います。 

 モンベルに関してなんですが、先ほども言いましたように、これからしっ

かりとさらなる連携を持って、私も応援をしていきたいなというふうに思っ

ておりますし、最近のモンベルが出した一番新しい雑誌なんですが、（資料

を示す）ここにも知事との協定を結んだという写真と記事をしっかり載せて

いただいておりますので、三重県としてもこのチャンスをしっかりと生かし

ていただきたいなというふうに思いますし、知事が非常にうんうんと言って

いただいておりましたので、一言コメントをいただければと思います。 

○知事（鈴木英敬） 本当に、都道府県で初めて、ほかの自治体からも相当う

ちと包括協定を結んでほしいという話がモンベルにあったらしいんですけれ

ども、その中で一番最初に三重県を選んでいただいたということは、これま

で先人の皆さんがしっかりと守ってきてくださった三重県の自然がすばらし

いからであるというふうに思っております。ぜひその魅力の発信と、モンベ

ルとの協定では、防災とか、あるいは環境保全意識とか、また、食とか、障

がい者とか、そういうところも入っていますので、そういうところを、モン

ベルの力をかりて、広く県内の活性化につなげていきたいというふうに思い

ます。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございます。 

 確かに、自然が残っていたということと、やはりこれは知事の人脈も大き

な要因だったというふうに思いますので、今後も引き続きお願いをしたいと

思います。 

 さて、大きな二つ目の質問に入らせていただきます。 

 宴会の多い時期になりました。宴会のときに私は、不思議に思うことや嫌

な気持ちになることがたくさんございます。 
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 乾杯の直前に人数分以上のビールを、一遍に栓を抜く、これもすごく嫌で

す。それも嫌ですし、乾杯後、すぐに席を立ってお酒をつぎに回るというの

が私は不思議でならない。料理人が一生懸命つくった料理を、温かいものは

温かいうちに食べたいし、食べるのに最高な状態で運んできてくれているわ

けですから、一番おいしいときに食べなければもったいないし、食材にも失

礼ですし、調理してくれた人にもやっぱり申しわけないなというふうに私は

常々感じています。料理が次々に運ばれてくるのに箸をつけず、料理がどん

どん冷めていっておいしさが損なわれてきているのを見ても何にも思わない

のかなと、正直不思議に思っていたりしました。 

 さらには、宴会での食べ残しが私は嫌ですし、仕方なく食べ残した料理を

持ち帰ろうとしてもお店側からお断りをされて持ち帰れないというのも不思

議に思っています。 

 とにかく、食べ物を粗末にするということが私は非常に嫌です。残すくら

いなら意地でも食べようとしますし、それでこんなにすくすくと育ってし

まったんですが、どうしても食べられそうになければお店にお願いして持ち

帰りをさせていただいています。でも、そうでもしないと、持ち帰りしな

かった、残った料理は、じゃ、どうなっていくのかと考えると、やはり今改

めて、食の大切さというのはそういう面からも考えなければいけないのでは

ないかというふうに感じています。 

 でも、そんなときに、我が会派の舟橋県議会議員の乾杯の挨拶がすてき

だったんです。30・10運動を呼びかけてくれました。この30・10運動という

のは長野県松本市が全国に先駆けて取り組んでいる運動なんですが、30・10、

乾杯の後30分間、そして終了前の10分間は自席に着いて料理をちゃんと食べ

ようと呼びかける運動でございます。 

 ちょっとフリップを見てください。（パネルを示す）これをつくるのに一

晩かかりました。 

 日本国内における平成25年度の食品廃棄物量というのは約2800万トンでご

ざいます。2797万トンですが約2800万トンです。この食品廃棄物量約2800万
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トンの内訳というのは、製造業、卸売業、小売業、外食産業などの食品関連

事業者から出る事業系食品廃棄物が1927万トン、そして、各家庭から出る一

般家庭系食品廃棄物が870万トンです。 

 事業系食品廃棄物の1927万トンのうち、規格外品、返品、売れ残り、食べ

残しなど、食べられるにもかかわらず廃棄しているという量は330万トン。

一般家庭系食品廃棄物870万トンのうち、食べ残し、過剰な除去、直接廃棄

などの食べられるのにもかかわらず捨てているというのが302万トン、そし

て、この事業系食品廃棄物330万トンと一般家庭系食品廃棄物302万トン、合

わせて632万トンが、食べられるにもかかわらず捨てられている食べ物、い

わゆる食品ロスと言われているようでございます。 

 この632万トンという食品ロス、日本では１人当たり毎日茶わん１杯分の

食べ物が捨てられているという計算になるそうです。この議場には大体約

100人ぐらいの方がいらっしゃると思いますので、今日１日でもお茶わん100

杯分食品が捨てられているという計算になります。 

 ちなみに、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食品援助量320万ト

ンの倍近くの量を日本人が捨てているということになります。 

 この食品廃棄物量約2800万トンのうち、食品リサイクル法などにおいて、

飼料や肥料、エネルギー化等再利用されていますが、1139万トンの食品廃棄

物は焼却や埋立処理されています。当然ながら環境に多大な負荷がかかって

います。 

 この問題に危機感と違和感を持ち、真っ先に取り組んだのが福井県でござ

います。 

 福井県では、家庭から出る可燃ごみに占める食品廃棄物の割合が約５割と

非常に高いことから、平成18年度から生ごみ削減、食品ロス削減のために、

全国に先駆けておいしいふくい食べきり運動を展開しています。 

 また、本年10月10日に、福井県が主となり全国おいしい食べきり運動ネッ

トワーク協議会を設立し、食べ切り運動の趣旨に賛同する自治体とのネット

ワークを構築して、全国に食べ切り運動を推進しています。この協議会には、
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三重県と、津市、四日市市、伊勢市を含む、全国44都道府県、219市町村が

賛同し、会員となっています。 

 三重県においては、第３次三重県食育推進計画にも新たに食品ロス削減と

いう記述もありますが、まずは、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協

議会にも参加をしていますし、食品廃棄物の発生抑制という面において今後

どのように進められるのかをお聞かせください。 

   〔渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長登壇〕 

○環境生活部廃棄物対策局長（渡辺将隆） 食品ロス削減についての取組とい

うことで御質問をいただきました。 

 食品ロス、数値的な御紹介をしていただいたんですけれども、なかなか実

態を詳細につかむというのは難しいと考えておりますが、食品廃棄物という

観点での御答弁を申し上げます。 

 県内の家庭系食品廃棄物につきましては、平成21年度、22年度に県内９市

町を対象に実施しました調査では、可燃ごみに占める割合は約４割でござい

ました。平成27年度の可燃ごみ量から推計しますと、県全体では約18万トン

となるということでございます。 

 一方、県内の事業系食品廃棄物につきましては、食品ロスの削減や食品廃

棄物の有効利用を進めるということで、今年度、実態調査を実施していると

ころでございます。 

 食品ロス削減の取組に関しましては、食べ切り運動等によりまして、発生

抑制、再使用、再生利用の３Ｒを推進するとともに、食品ロスを削減するこ

とを目的として、先ほど御紹介いただきました全国おいしい食べきり運動

ネットワーク協議会が本年10月に設立されました。本協議会には、津市、四

日市市、伊勢市とともに本県も参加しているところでございます。 

 この協議会では、忘年会、新年会シーズンに向けて、外食時の「おいしい

食べきり」全国共同キャンペーンを実施することとしております。本県も市

町と連携し、県民の皆さんや、企業団体、飲食業組合等に協力を要請してい

くこととしております。 
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 また、今月11日でございますが、メッセウイング・みえで開催しますみえ

環境フェア2016では、食品の製造、販売にかかわる事業者の食品ロス削減の

取組を促進するために、県内８社に御協力をいただき、規格外品であります

とか消費期限、賞味期限の近い食品を廉価で販売するもったいない市を開催

するとともに、来場者に対しても食品ロス削減の意識醸成を図るための啓発

を行うこととしております。 

 食品ロス削減に関しましては、伊勢志摩サミットに先立ち開催されました

Ｇ７富山環境大臣会合で採択されました富山物質循環フレームワーク、これ

におきまして、我が国を含むＧ７が協力して、食品ロス、食品廃棄物の最小

化及び有効かつ安全な利用に向けた取組を加速させることとされました。 

 このことを踏まえまして、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

における取組を進めますとともに、今後さらに食品関連事業者等と連携しま

して、食品ロスの削減や、食品廃棄物の効果的かつ安全な再生利用に向けた

取組を進めたいと考えております。 

 以上です。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。 

 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会に参加したのが10月だった

ですよね。10月にもかかわらず、そうやって前向きにいろいろと取組を行っ

ていただいているのだなというふうに前向きに捉えさせていただいておりま

す。 

 先ほど紹介させていただきました福井県では、具体的な取組としては、例

えば飲食店であったりホテルに対して、ハーフサイズであったり、小盛り、

大盛りとか小盛りの小盛りなどの食べ残しが出ないような工夫をするメ

ニューをつくってくださいというお願いをしたり、食べ残しが減るようにお

客さんにも呼びかけてください、あるいはお持ち帰り用のパックを提供して

くださいというふうな取組を各お店とかにもお願いしたりという取組も行っ

ていますし、例えば食品販売店には、もちろん今も三重県でもあるんですけ
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ど、閉店間際であればちょっと割引してくださいねとか、そういった取組を

福井県がしっかりと指導しながら、目に見える形でお願いをしているという

ふうな動きもございます。 

 それによって、福井県の福井市内で発生した家庭系可燃ごみの調査により

ますと、可燃ごみ中の食品廃棄物の割合が５年間で7.8％減、そのうちの食

べられるのにもかかわらず捨ててしまっている食品ロスの割合も2.2％減っ

たというような結果も残っております。 

 なかなか数字は難しいところもあるとは思うんですが、やはり福井県のよ

うに、本当に目に見える形でこの運動を進めていただきたいなというふうに

思っています。 

 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会に加入したことによって、

多分全国的に、こういうような同じようなチラシをもとに、（現物を示す）

各お店とかに働きかけもしていただくのかなというふうには思うんですが、

これは全国統一したような書式ですので、やはり県としては、食育であった

り、あるいは食べ物に対して本当に真剣に取り組もうとしていますよという

ようなところを見せるためにも、やはり三重県独自のチラシであったり、こ

れが店にあるから、お客さんが、あっ、これ、何やろうと見るような、興味

を持つような、そういうふうな本当に実のある取組をしていただきたいと思

いますので、そのことも含めてお願いをしたいと思います。 

 ちょっと時間もないのであれなんですが、私、以前も食育について質問さ

せていただいたことがあります。やはり食べ物を大切にするということは私

たちが生きていく上で大切なことであるというふうに感じておりますし、最

近では、インバウンドとか、日本版ＤＭＯとか、ＩＣＴとか、レガシーとか、

この前ですとリダンダンシーとか、いろんなそういう片仮名のたくさん新し

い言葉が出てきて、ついていくのが必死なんですけど、そういう中でもふと、

足元が本当におろそかになっていないかな、大事なことを忘れていないかな

と不安になったりします。 

 ですので、三重県としても食をどんどんＰＲして売り出していくというの
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は大事なことだと思うんですが、やっぱり三重県民自体が食を知って、食を

大切にして、食に感謝するということが根底になければいけないというふう

に思います。 

 ですので、食を売り出すのと同時に県内の食育にもしっかりと力を注いで

いただきたいというふうに思いますし、そのことが結果的には、単にごみの

発生抑制だけではなくて、農業振興、漁業振興、あるいは地域振興にもつな

がっていくと思いますので、これから、まだまだ始まったばかりの運動であ

ると思いますので、今後しっかりとした、県民に見える形での取組を期待し

ています。 

 知事、一言あったらまたお願いします。 

○知事（鈴木英敬） 少しずつの日々の努力というのが大事なんですね。 

 今日、うちの息子は幼稚園で餅つき大会をやっているんですけれども、前

の日とかその１週間前から、幼稚園からの連絡で、今日はお餅つきをやるの

でお弁当はいつもより少な目にしてきてくださいねという、それによってお

弁当の食材とかが余らないようにするというような努力をしてもらうと。 

 いろんな人が意識を持って、そういうちょっとした努力をちゃんとやって

いくことが、今、議員がおっしゃったような食品ロス全体の削減につながっ

ていくと思いますので、我々もそういう啓発活動もしっかり頑張っていきた

いと思います。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございます。 

 今後、三重県においてのいろんな宴会の場で30・10運動が少しでも広がる

ことを心から期待申し上げます。 

 済みません。ちょっと時間がないものですから次に移らせていただきます。 

 平成25年12月の一般質問におきまして、違法操業船対策について質問をさ

せていただきました。簡単におさらいをさせていただきますが、そもそもこ

の違法操業対策を望む声は、地元尾鷲市や紀北町に限った話ではなくて、聞

き取りを行った結果、県内各地の沿岸漁業者から上がっている声でございま
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した。ルールを守って操業している漁師が苦しめられて、ルールを無視して

乱獲し、荒稼ぎをするような漁業者がいるのであれば、水産県でもある三重

県として決して看過することができないとの思いから、違法操業船の検挙や

指導、取り締まりの実態や違法操業についての県の認識や対策について質問

させていただき、違法操業の取り締まりをしっかりと行うためにも、まき網

漁船にＶＭＳシステム、これはＧＰＳなどからの衛星情報を利用して漁船の

位置を把握するシステムなんですが、それの設置を義務づけることを私は提

案させていただきました。 

 当時の部長答弁を紹介させていただきますが、熊野灘の中型まき網漁業の

操業に対しましては、一本釣りや定置網などの沿岸の漁業者から、操業区域

や資源保護の観点でかねてより根強い批判の声があった。このため、平成23

年度に三重県漁業協同組合連合会が事務局となっていただき、東紀州地区の

漁業のあり方検討会というものが設立され、沿岸漁業者とまき網漁業者との

話し合いが行われるようになった。この検討会を今後も引き続き開催してい

くことが重要である。まき網連合会のほうでもＶＭＳの自主導入等について

意見交換を始めたというようなことも聞いており、これらの動きも見せてい

ただきながら、県としてＶＭＳの導入についても今後検討していきたいと御

答弁をいただきましたので、私からは、設立された沿岸漁業者とまき網漁業

者との話し合いの場である東紀州地区の漁業のあり方検討会、それには県も

しっかりと間に入っていただき、沿岸漁業者、そしてまき網漁業者の方々の

双方の意見も聞きながら、同じ海で働く漁業者同士が信頼関係を結べるよう

に指導していただきたいという要望をさせていただきました。 

 その結果、県がどのように検討、対策いただいたのか、フリップを用意し

ましたのでごらんください。（パネルを示す） 

 これは、各年度の成果レポートの中で、水産業の振興の中で関係する部分

だけを抜粋したものですが、平成26年版成果レポートには、平成25年度の成

果と残された課題として、沿岸漁業者とまき網業者の両者が出席した会議に

おいて、ＶＭＳの導入も含めた違法操業の抑制に係る話し合いが行われたと
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いう記述であったり、平成26年度の取組方向としては、沿岸漁業者とまき網

漁業者の信頼関係を構築していくため、両者による話し合いの場を年１回か

ら３回に増やし、違法操業の抑制を図りますと、力強い前向きな記述をいた

だいております。 

 が、次の平成27年版成果レポートにはどのように記載されたかといいます

と、違法操業の抑制や密漁者に対する監視、取り締まりの強化、漁業取締船

の代船建造のための設計実施と記載のみで、だんだんと雲行きが怪しくなっ

てきています。ボリューム自体もちょっと少なくなってきていますし、ＶＭＳ

のＶの字も出てきません。年３回に増やした話し合いの場も、どうなったか

の記述も消えてしまっております。 

 さらには、平成28年版におきましては、老朽化した取締船にかわる新たな

取締船を１隻建造しました。今後も密漁監視パトロールなどの取り締まり活

動により、漁業秩序の維持を図る必要があります。取締船が新しくなりまし

たということがメーンで、もちろん先ほどのＶＭＳの検討もまき網漁業者と

沿岸漁業者の話し合いの場の記述もございませんし、それだけではなく違法

操業という言葉すらなくなって、密漁監視パトロールという記述に変わって

います。もちろん密漁の監視というのも大変重要なことなんですが、県が違

法操業船対策からきれいにフェードアウトしているように私は感じてしまい

ます。 

 この問題は三重県だけの問題ではなくて、全国の海区漁業調整委員会の中

でもそういうようないろんな意見が出ていますし、乱獲の防止、資源の適正

な管理、資源の維持、回復などを図るためには、違法操業船対策を求めて

ＶＭＳの設置を含めた様々な要望というのが実際に出されています。 

 以前私が質問をさせていただいてから、県としてＶＭＳの設置についてど

のように検討いただいたのか、その結果であったり、あるいは、先ほどのま

き網漁業者と沿岸漁業者との話し合い、どのように行っていただいているの

か、お聞かせいただきたいと思います。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 
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○農林水産部長（ 仲繁樹） 中型まき網漁業の違法操業対策についてという

ことでお答えをいたします。 

 水産資源の利用を継続的に、持続的に行うためには違反操業を防止する必

要があり、県では漁業取締船による取り締まりに努めるとともに、中型まき

網漁業者が出席する会議の場において法令遵守をしっかり指導させていただ

いています。 

 また、平成29年３月でございますが、中型まき網漁業許可の更新を予定し

ておりまして、その際には、区域違反による操業の防止や操業時の安全確保

に役立ち、漁船位置の把握ができるＡＩＳ、前回はＶＭＳとしておりました

が、ＡＩＳは非常に安価であり、運用についても安価で利用できるというこ

とで、このＡＩＳの設置を漁船に義務づけること、あるいは、違反操業に対

する行政処分の強化、いわゆる停泊日数の引き上げを行うことを検討してい

ます。 

 そして、今御紹介がありました東紀州地域では以前より、中型まき網漁業

者による違反操業や多量な水揚げなどが魚価の低迷を引き起こしているとし

て、沿岸漁業者が不満を募らせております。中型まき網漁業と沿岸漁業との

調整が求められております。このため、平成24年度から三重県漁連が事務局

となって、中型まき網漁業者と沿岸漁業者の代表者らが共存共栄に向けて意

見交換を行う東紀州地区の漁業のあり方を考える会が開催されています。こ

の会は、年３回とはいきませんけれども、年１回のペースではありますが、

直近の平成28年３月に開催された会合では、中型まき網漁船へのＡＩＳの導

入等について意見交換が行われるなど、お互いの信頼関係の構築に向けた貴

重な話し合いが行われたというふうに考えています。 

 県としては引き続き、漁業取締船による取り締まりやＡＩＳの義務づけ等

により違反操業の撲滅に努めるとともに、中型まき網漁業者と沿岸漁業者の

信頼関係の構築を促進しながら、共存共栄できる漁業環境づくりに取り組ん

でいきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 
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   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） 今回の漁業のこの問題の質問の冒頭に、県は何もしてく

れていないんじゃないかというような指摘をさせていただきましたが、謝罪

します。そこまで真剣に取り組んでいただいていたのであれば本当に私とし

ても心強いですし、言い続けてみるものだなというふうに改めて感心をさせ

ていただきました。 

 先ほどの話からは、来年３月に中型まき網漁業許可の更新時期が来るとい

うことで、そのときにＡＩＳの設置を義務づけるということと、罰則も強化

するということだというふうにとりました。先ほど御紹介もいただきました

が、確かにＶＭＳ装置というのは非常に値段的にも高額ですし、ＡＩＳのほ

うが比較的安価でもありますし、ＡＩＳは国のほうの、水産庁であったり総

務省であったり国土交通省からも、いろんな支援、補助もあるというふうな

話も伺っておりますので、確かにＡＩＳは違法操業船対策というよりは安全

管理のためではありますが、それをつけることによって漁船がどこにいるの

かということがすぐにわかるということですので、これは大きな取組の一歩、

解決に向けた一歩だなというふうに思います。本当に心からお礼申し上げた

いというふうに思います。 

 ただ、義務づけてくれたのはすごくうれしいなというふうに思うんですが、

一つ問題になってくるのが、例えばＡＩＳを設置するのを義務づけてそれぞ

れの船にＡＩＳをつけたとしても、例えばまき網船団というのは１隻の船で

まき網をするわけではございませんので、例えば網船であったり灯船、運搬

船であったり、あと探査船とか、大体１船団が五、六隻あると思うんです。

船団の中の五、六隻全てにＡＩＳを設置する方向で取り組んでいただくのか、

あと、設置はしたけど、ちょうどそのときだけ、スイッチ、切れておったの

さ、スイッチ、入っていなかったというようなことがないように、しっかり

とそこまで指導していただけるのかどうか、そのあたりも含めてちょっとお

答えいただきたいと思います。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 船団については大体四、五隻から六隻で組んで
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いますので、全てのものにつけるのか代表のものにつけるのかというのは、

これはやはり漁業者としっかり議論して進めていきたいというふうに思いま

す。 

 また、せっかくつけたのがスイッチを入れていないというのは、これはや

はり安全のためにもつけていただくということをしっかり理解していただき

ながら、つけた以上は常時スイッチを入れるということについてはしっかり

漁業者にもあわせて説明して運用できるように考えていきたいと思っていま

す。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。 

 やはり県としても現場の声にしっかりと向き合っていただいたんだなとい

うふうに非常に評価をさせていただきたいというふうに思います。これをつ

けたからといって漁業が抱える問題や課題が全て解決できるというものでは

ないとは思います。今の現状を見てみますと、資源の減少であったり、魚価

の低迷、養殖飼料の高騰であったり、担い手の育成、あとは抜本的な資源管

理の取組とかも含めて、まだまだ取り組まなければいけない、県としてやら

なければいけない課題もたくさんあろうかと思いますが、まずはやはり水産

県として、これまで以上に現場に寄り添うような取組を心から御期待申し上

げてこの質問は終わらせていただきたいと思います。 

 済みません。時間がほとんどないものですから、伊勢志摩国立公園指定70

周年を迎えてということで質問をさせていただきたかったんですが、この問

題も、最初にちょっとお話しさせてもらったように、11月に比較的伊賀にお

邪魔する機会が多かったものですから、伊賀の方からいろんな話を聞いてい

ますと、やっぱり伊賀とか名張においてナラ枯れの被害が非常に深刻になっ

てきているというようなお話を聞かせていただきました。 

 ただ、このナラ枯れの被害というのは、その原因はカシノナガキクイムシ

であります。カシノナガキクイムシにつきましては、我が会派の藤田宜三議

員がこれまでも何度か取り上げていただいております。カシノナガキクイム



－1711－ 

シの被害は、今は伊賀地域で非常に大きな問題となっていますが、これは、

藤田宜三議員も言われましたように、伊勢、志摩、鳥羽、あのあたりでも非

常に被害が広がってきています。 

 ですので、この問題につきましてもしっかりと県として取り組んで、研究

して対策を練らなければ、伊勢志摩国立公園指定70周年を迎えましたが、今

後80周年、90周年、100周年を迎えるに当たって、今やっぱりやっておかな

ければ、自然環境も景観も含めて、あとは、目に見える枯れたりということ

がなかなかない常緑性の木ですので、なかなか見た目にはわからないんです

けど、それがもし中身が腐って枯れていていつ倒れるかわからない、倒木に

よって地元の人であったり、あるいは外国からの、あるいはいろんなところ

からの観光客にけがや事故が起こってはだめだと思いますので、そのあたり

も含めてしっかりと対策をいただきたいのですが、一言、もしよければ答弁

をお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） ナラ枯れについてです。 

 議員御指摘のように、やはり今までの先人が守ってこられた伊勢志摩国立

公園、今年指定70周年を迎え、将来にわたって私たちは引き継いでいく必要

があります。そこにまた皆さんに来ていただくということで、ナラ枯れに

よって、特にウバメガシ等については、直接には枯れたのが見えにくいんで

すけれども、中が腐って倒れるとかいう危険もあります。あるいは松のもあ

ります。そういったことで、しっかり調査をしながら、関係市町、地元と連

携をしながら適切に対応していきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

   〔23番 津村 衛議員登壇〕 

○23番（津村 衛） ありがとうございました。質問を終わらせていただきま

す。（拍手） 

○副議長（日沖正信） 28番 村林 聡議員。 

   〔28番 村林 聡議員登壇・拍手〕 
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○28番（村林 聡） 度会郡選出、自民党会派の村林聡です。本日の名字しり

とりのしんがりになります。よろしくお願いします。 

 早速、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

 まず、大きな１番、地方創生、とりわけ社会減対策について、そして、

（１）ということで、来年度に向けての考え方というふうに置かせていただ

きました。 

 地方創生の取組は非常に重要であります。これまで、人口流出、人口の社

会減対策こそが問題の本質であるということを訴えてきました。ありがたい

ことに一定の御理解をくださり、施策を進めてきていただいております。 

 まず、来年度に向けて、地方創生についての考え方を知事のほうからお示

しいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 地方創生の推進について、来年度に向けての考え方とい

うことで答弁させていただきます。 

 地方創生の推進につきましては、平成27年10月に三重県まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定し、自然減対策と社会減対策を両輪として、市町とも

緊密に連携協力しながら取り組んでいるところであります。 

 平成27年度の数値目標の達成状況については、自然減対策の目標である合

計特殊出生率が一定改善したものの、社会減対策の目標である転出超過数が

増加しました。 

 平成28年度は地方創生を本格展開することとし、子どもスマイルプランに

基づき、切れ目のない少子化対策の取組を継続、強化するとともに、高等教

育機関の魅力向上をはじめとする若者の県内定着の促進や、成長産業の育成

など、働く場の創出等に取り組んでいます。 

 また、移住の促進について体制を充実し、ええとこやんか三重移住相談セ

ンターに加え、新たに関西圏、中京圏においても相談デスクを設け、移住相

談を実施しているところであります。４月から10月までの相談件数の累計が
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615件と、昨年度を上回るペースで推移しており、今後の移住者数の増加に

つながるものと考えております。 

 平成29年度は、数値目標の達成状況や現在の取組の進捗状況を踏まえ、取

組を加速させていきますが、ポストサミットを地方創生につなげる、そうい

う観点から、地方創生の実現につながる戦略性、有効性の高い取組を平成29

年度の重点取組と位置づけ、集中的に進めます。 

 現在、当初予算の議論を進めているところでありますが、食の産業振興や

インバウンドの拡大などの分野を中心に重点化を図っていきたいと考えてい

ます。 

 こうした取組を進める上で、県だけでなく、地域の様々な主体が連携協力

しながら地域の課題解決に向けて一丸となって取り組む必要があり、県民の

皆さんと協創の取組を進めているところであります。 

 先日開催いたしました伊勢志摩サミットを契機とした県民活躍シンポジウ

ムでは、参画いただいた県民の皆さんから、今回のサミットでもたらされた

きっかけ、つながり、モチベーションアップがレガシーであるとの御発言を

いただきました。まさに、県民の皆さんに積極的に行動していただき、変化

を生み出していただくチャンスが到来したと、改めて実感したところであり

ます。地方創生の実現に向けて、県民の皆さんがこれを契機に地域で活躍し

ていただけるよう、さらに協創の取組を推進してまいります。 

 サミットの成果も踏まえて年度内に総合戦略を改訂し、地方創生の取組を

着実に推進することで、目指す姿である希望がかない、選ばれる三重の実現

に向けてしっかりと道筋をつけていきたいと考えております。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございました。 

 来年度は取組をしっかり加速していく、そして、また、重点化、集中して

取り組んでいく、そして、年度内に総合戦略を改訂し、道筋をつけていくと、

そのような御決意をいただけたものと思います。 

 ぜひこれから続けて議論していく内容も踏まえて取り組んでいっていただ
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きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、本格的に議論というか、私からいろいろ申し上げる前に、続けて、

先ほども一部御答弁にもありましたけれども、平成27年のデータを見ますと、

三重県全体で4000人を超える社会減があった、転出超過があったということ

ですけれども、その要因についてはどのように分析されておられるのか、戦

略企画部長の御所見をお伺いします。 

 御答弁をよろしくお願いします。 

   〔西城昭二戦略企画部長登壇〕 

○戦略企画部長（西城昭二） 平成27年の人口の社会減の要因についてお答え

をいたします。 

 住民基本台帳人口移動報告で本県におけます人口の社会増減について見て

みますと、近年、転出超過の状態が続いております。三重県人口ビジョン及

び三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略で現状値といたしました平成25年

と26年の転出超過数の平均は約3000人でございましたけれども、平成27年は

転出超過が一層進み、御指摘のように4000人を超えます4218人の転出超過数

ということになっております。 

 この社会減の要因についてですが、まず、年齢階級別に見ますと15歳から

29歳までの転出超過が約3300人と多くを占めており、また、全国の地域ブ

ロック別に見ますと、中部圏、東京圏、あるいは関西圏に対する転出超過が

多くなっています。 

 学校基本調査によりますと、県内の高等学校を卒業し大学に進学する者の

うち約８割が県外の大学に進学しておりまして、また、私ども戦略企画部で

調査したところによりますと、県内の大学等高等教育機関の卒業者のうち約

５割が県外に就職しています。 

 こうした状況から、平成27年の人口の社会減の要因につきましては、近年

におきます社会減の要因と同様に、就職や大学等への進学に伴う若者の流出

が背景にあり、その傾向が一層強まっているものと考えているところでござ

います。 
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 先日28日に、東京への一極集中がむしろ加速しているのではないかという

危機意識のもとに、全国知事会の地方創生に資する人材育成・確保等に関す

る緊急決議が行われ、総理への申し入れが行われました。こういった全国的

な状況も踏まえつつ、今後引き続き、住民基本台帳のデータによりまして本

県におけます転出入者の経年変化を継続的に把握いたしますとともに、来年

の１月以降に公表が予定されております国勢調査の移動人口集計等のデータ

も活用いたしまして、さらなる分析を深める必要があるというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 15歳から29歳の転出が非常に多くなっていて、大学進学や就職というよう

なタイミングで流出するのではないか、また、国勢調査も今後活用していく

というような御答弁をいただけたかと思います。 

 今、知事と戦略企画部長から御答弁をいただきまして、いろいろ聞かせて

いただいたわけなんですけれども、私のほうから少し考えるところを述べた

いと思いますので、どうかお聞き取りをいただきたいと思います。 

 私は、人口が流出するのには構造的な問題があると思うんです。戦略企画

部には、単に各部の施策を束ねて進捗管理をするだけでなく、こうした構造

にメスを入れるという意気で構造に立ち向かっていっていただきたいのです。 

 私の考える構造とはどういうことか説明します。 

 施策251南部地域の活性化において、活動指標に、南部地域において将来

的に戻りたいと考えている高校生の割合というのを置いてくださっています。

そして、本年度の目標値を65％として、それを段階的に引き上げていこうと

いう指標です。話をわかりやすくするために、仮に、住み続けたいと思う高

校生が３人に２人いたとしましょう。しかし、私の住む南部地域の現実は、

３人の子どもが生まれると大体１人しか残らないという、そういう状態です。

ということは、この二つのデータを差し引きしますと、３人のうちの１人は、
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本当は残りたいのに残れないという何らかの原因があるということになりま

す。 

 私は以前より、住み続けたいと思う人が住み続けられない悲劇、これこそ

が解決すべき本質的な課題であると訴えてきているところですが、この残れ

ない何らかの原因というのが私の言う構造なのです。 

 この構造は、南部地域で顕著になってはいますが、実は南だけでなく、東

西南北、三重県中の昔からある既存の集落には存在しているのではないかと、

私はそのようににらんでいます。見かけ上、人口が減っていない、あるいは

増えている市や町であっても、昔からある集落の多くで後継者の問題や高齢

化に悩んではいませんでしょうか。それは、つまり人口流出の構造がその集

落にはあるということです。 

 ということは、市や町の単位、あるいは県全体の見かけ上の人口の増減だ

けに注目して対策しているのでは、本質的な、根本的な解決にはならないと

いうことです。 

 そうしますと、なぜ地方創生をしなければならないのか、守るべき価値と

は何なのかということが見えてきます。それは、昔からある既存の集落の伝

統や文化、そして営みそのもの、また、その営みが紡がれることで、国土の

保全、そういったものにつながっていく、そうしたものこそが守るべき価値

なのだと私は考えるのです。 

 本日も、ほかの議員の午前中からのいろいろな質問の中でお祭りであると

かいろいろなお話がありましたけれども、そうしたところにもつながるので

はないかと感じております。 

 先ほどの知事の御答弁で、今後、総合戦略の改訂を考えて行ってくださる

ということですので、ぜひともこうしたことも書き込んでいただきたいと要

望いたします。こうした構造に立ち向かうというところまで行っていただか

ないと、これまで置いていただいた人口ビジョンなどの様々な指標も達成で

きないのではないのかなと、そんなように感じております。 

 また、以前から提案しております半農半Ｘというものがありますけれども、
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これについても構造改善の一助になるのではないかなと考えておりますので、

引き続き研究、検討をよろしくお願いいたします。 

 では、この大きな１番の項を閉じさせていただきまして、大きな２番、林

業振興についてと置かせていただいております。 

 （１）ということで、森林境界の明確化と、このように置かせていただき

ました。 

 地籍調査についてなんですけれども、三重県は全国でワースト２位などと

聞きます。大体三重県は、全体で９％、山に限っては４％というような大変

低い進捗状況にあるということは皆さん御承知のとおりです。 

 日本の近代化に先駆けて伊能忠敬が日本地図をつくったわけですが、平成

の現代においても近代的所有関係については日本地図に書き込まれていない

状況だと、私はそのような状況だと見ています。三重県は全国の中でも特に

そういう状況だということになってしまうんだと思います。 

 ぜひ地籍調査もしっかりと進めていただきたいんですけれども、特に今回、

山においては公図混乱の地域が非常に多くて、せめてどこからどこまで誰が

持ち主かという森林境界だけでも急いで確定させる必要があります。 

 予算が厳しい折ですけれども、今やらないと、高齢化が進んでいることも

あり、どんどん山のことがわかる人が減っていて、これを10年後にやろうと

すると、今やるよりもより困難でより大きな財政負担となることが予想され

ます。 

 そこでお伺いします。県においてはこの森林境界の明確化を、全体像を把

握した上で期間と目標を定めて進めるべきと考えますが、御所見はいかがで

しょうか。 

 御答弁をよろしくお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 森林境界の明確化についてお答えいたします。 

 議員から御紹介がありましたように、長引く木材価格の低迷などによって

森林所有者の森林への関心は低下しており、また、森林所有者の高齢化や相
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続による世代交代等が進む中、自らの森林の所在や境界がわからない森林所

有者等が増加しており、森林を保全管理する上で大きな課題となっています。

このような状況の中、平成21年度から28年度までに、国の森林整備加速化・

林業再生基金等を活用しまして、森林組合などの林業事業体が間伐等の施業

とあわせて行う境界明確化の取組、約9000ヘクタールでございますが、これ

らの実施を支援してまいりました。また、森林組合などが森林施業の前段階

となる森林経営計画の作成の際に行う森林情報の収集や、境界確認等を森林

整備地域活動支援交付金を活用して支援してまいりました。実績といたしま

して、平成24年度から27年度まで、1444ヘクタールを支援してまいりました。 

 一方、国の動きでございますが、本年５月の森林法の改正により、効率的

に施業の集約化等を促進するため、平成31年４月までに、市町が地域森林計

画の対象となっている森林について林地台帳を整備することが制度化されま

した。林地台帳の整備によって森林による境界の明確化につながることから、

現在県では、林地台帳の整備が適正に進みますよう、法務局が有しておりま

す森林の登記情報などの収集、整理をし、市町の皆さんが使えるような形に

して提供していく、このようなことに取り組んでいるところであります。 

 今後は、林地台帳の整備の促進とあわせ、持続的な林業経営活動を展開す

る森林などを優先して計画的な森林整備が進むよう、市町や森林組合等と連

携を図りながら森林境界の明確化に取り組んでいきたいというふうに考えて

います。 

 以上でございます。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 御答弁によりますと、国の基金事業でありますとか交付金なども利用しな

がら、いろいろな山の事業をするときに関連して森林境界を明らかにして

いっていると。国の動きとして、５月に森林法が改正されて、３年間の間に

林地台帳を整備しなければいけないので、法務局の登記簿を整理する形で市

町を支援していると、そういう御答弁でしたよね。今後、計画的になるよう
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な森林境界の明確化に努めていくというようなお話でした。 

 ただ、少し私の質問した中でいいますと、全体像を把握した上で期間と目

標を定めて進めるべきと考えますがいかがでしょうかと聞かせていただきま

したので、もう少し再質問させていただいて、全体像の把握とその期間や目

標を定めるということについてどう考えるかというところをもう一度確認さ

せてはもらえないでしょうか。 

 御答弁をよろしくお願いします。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 全体像についてですが、計画的なことについて

は、今ちょうど国の動きが平成31年４月までというような目的がありますの

で、そういったものに沿って、現場にとっても大変な作業になってまいりま

す。したがって、しっかり丁寧に説明しながらどういうフォローができるか

というのを一緒になって取り組んでいきたいというふうに考えています。一

つの目標として、国が定めますこの計画に沿ってやっていきたいというふう

に考えています。 

 以上です。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 やや少しわからないところはあるんですけれども、今、そうすると、三重

県全体として境界線が明確になっていない森林というのがどれぐらいあると

いうことは把握されておるのでしょうか。恐らく今の御答弁だと把握されて

いないのではないのかと思うんですけれども、把握されていないということ

であれば、ぜひ国のほうの台帳をつくっていくときに、逆にわかる範囲でつ

くっていくわけですから、わからない部分というのもだんだん明確になって

いくと思うんですね。まず国のほうの事業からしっかりやるという御答弁

だったかと思うんですけれども、その後、そうしたわからない部分が明確に

なってきた中で、今後、かなり長期的な話になりますけれども、３年済んだ

後なので、その後、ぜひ期間と目標を定めて進めていっていただきたいと思

うんですけれども、どうですか。答えられますかね。 
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 御決意だけでも少しいただければと思います。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 済みません、今、全体像について把握しておる

かどうか、ちょっと手持ちがありませんので。ただ、非常に不明確になって

いる状況については意識をしております。ただ、いろんな、例えば、これは

林業施策としての部分だけで議論してもこうですし、公益的機能、保全、い

ろんな面での森林についてもこういうことは必要ですので、山全体について、

三重県全体について明確化できますよう、しっかり取り組んでいきたいと

思っています。 

 以上です。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 今後しっかりと取り組んでいきたいという御決意をいた

だきましたので、今後もぜひ議論をさせていただきたいと思いますし、しっ

かり取り組んでいただきますように要望いたします。 

 少し提案があるんですけれども、森林組合の職員と少しお話をしたときに、

森林境界を確定しに行くときに、ごく簡易な資格なんかがあると取り組みや

すいんだけどなということをおっしゃっていました。簡単な森林境界相談員

とか森林境界アドバイザーみたいな資格があると、私はちゃんと、そういう

こと、あれなんですよという感じで、信用が少し出て立ち会いなんかもス

ムーズにいくのではないかというようなことを聞きました。また、まだまだ

お元気な森林所有者の方もたくさんおみえですので、そうした森林所有者の

方が境界を明確化していこうという機運を高めるために、何か簡単な表彰制

度とか、そういうようなものもつくっていってはどうでしょうかというよう

なお話も聞きましたので、例えばの事例としてまた御検討いただければと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、（２）ということで、林業振興についての中の森林環

境教育についてという項目に移ります。 

 先日、森林・林業・林産業活性化促進三重県議会議員連盟という、西場議
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員が会長なんですけれども、そちらの議員連盟で、吉田本家さんが御講演し

てくださって、この森林環境教育について勉強させてもらったところです。 

 子どもたちが緑の循環について正しい理解を持ち、貴重な森林資源を適正

な価格で使う大人へと育つということが非常に重要です。そのためには出前

講座のような形で学校の授業の中に取り入れていただくことが有効と考えま

すが、現在の取組も含めて御所見をお伺いします。 

 御答弁をよろしくお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 森林環境教育、木育についての御答弁をさせて

いただきます。 

 県では、平成17年10月に制定いたしました三重の森林づくり条例に基づく

三重の森林づくり基本計画において、森林文化及び森林環境教育の振興を基

本方針の一つに掲げ、各種団体やボランティアと連携し、森林に関するセミ

ナー、間伐など林業体験学習の活動支援などを通して、県民の皆さんの森林

に対する理解の促進に努めているところであります。 

 また、こうした森林環境教育の講師として協力いただける方を森のせんせ

いとして登録する制度を設け、林業家をはじめ、ＬＥＡＦという取組があり

ますが、この指導者、樹木医、森林インストラクターなど、幅広い分野の皆

さんに御登録をいただきまして、講師として活躍いただいています。 

 さらに、平成26年４月に導入いたしましたみえ森と緑の県民税を活用し、

県民全体で森林を支える社会づくりの実現に向け、市町においては、植樹や

木工等の体験、学校林等における間伐や枝打ち体験、森林体験学習など、地

域の森林を活用した森林環境教育を進めているところであります。 

 県においても、森林の働きや森林資源の循環利用等を子どもたちにわかり

やすく伝えるため、小学５年生の社会科教科書に対応した副読本『三重の森

林とわたしたちのくらし』を作成し、県内の全ての小学校へ配付しています。

県内約200校の社会科授業で活用され、多くの児童の皆さんが積極的に学習

に参加ができたとか森林保全の意識が向上したということで、先生方から高
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い評価をいただいているところであります。 

 一方、昨年度から、幼少期から木に触れ親しんでもらうということが大切

と考えておりまして、新たに木育にも取組を始めています。特に、県内の木

材関係事業者などと連携しながら、県産材を使用して開発したキッズスペー

スと木のおもちゃ、いわゆる木でつくったボールプールとかジャングルジム

などですが、これらをパッケージングにして木製玩具として、子どもたちが

集まる様々な場所を訪れて設置する、ミエトイ・キャラバンと名づけた木育

活動を展開しており、子どもたちからは、木のいい香りがする、あるいは木

工体験ができて楽しいなどの感想をいただいています。 

 また、本年４月からは、森林環境教育、木育などをサポートする拠点とし

まして、みえ森づくりサポートセンターを三重県林業研究所内に開設し、森

林環境教育、木育活動のコーディネート、指導者の紹介であったり出前授業

などに取り組んでいるところであります。 

 将来を担う子どもたちが、木材や木製品とのふれあいを通して木への親し

みや木の文化への理解を深め、そのよさを伝えられる大人に成長していくと

いうことを願って、引き続き、市町や企業、関係団体などの皆さんと十分連

携しながら、森林環境教育、木育の輪を県内全域に広げていきたいというふ

うに考えています。 

 以上でございます。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 非常に様々取り組んでいただいておるということがよくわかりました。ぜ

ひ、森のせんせいとかＬＥＡＦという言葉も出ましたけれども、学校の授業

の中でやるということをこれからも進めていっていただきたいと思います。 

 少しまた私の話を聞いてほしいんですけれども、本物の価値をきちんと見

きわめて、そこに適正な対価を払える賢い消費者になってもらうということ

がすごく大事だと思うんですね。 

 この間、森林組合でお話を聞いたときには、例えば一番いい部分のＡ材が
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売れない、認めてもらえないということですと、経費をできるだけ抑えて並

材をつくるということになってしまう、そうすると山づくり自体がおざなり

になってしまうんだよなという話を聞きました。 

 この話を聞いたときに今のことを思いましたし、ということは、このこと

は林業だけでなくて農林水産業全てに言えるんじゃないかなとも思いました。

以前、お茶の農家の話を聞いたときにも、一番茶という一番いい部分が売れ

ない、ペットボトルとか、そういう二番茶以降のお茶しか売れない、そうい

うものしかなかなか認めてもらえないというようなお話を聞いたりします。

それは恐らく、本物の価値をきちんと見きわめて、そこに適正な対価を払っ

てもらえないということですと、農林水産業のいろいろな部分でしんどいの

ではないかと思います。 

 これは、さらに考えると、ひょっとすると農林水産業だけじゃなくて、地

域経済にも言えるんじゃないのかとも思いました。例えばですけれども、地

域の中に電気屋があったりしますよね。こういう地域の電気屋というのは量

販店なんかに比べると少し高いわけなんですけれども、少し高いということ

で買うのをやめればこの電気屋はなくなってしまうんです。少し高いけれど

もこの電気屋が集落の中にあったほうがいいのかどうかという、こうしたこ

とまで理解して、日々の買い物の一つ一つで正しい選択、本当の意味での賢

い買い物のできる人々が増えることが、地域に人々が住み続けるためには重

要になるんだろうなと、そのように思います。 

 今、林業の森林環境教育の話から入りましたけれども、ぜひ最終的にはこ

うしたところまで取り組んでいっていただきたいなと思うところです。 

 私、今、教育警察常任委員会の委員長ですのであれですけれども、ぜひこ

ういうようなところまで、本当は子どもも学ぶ機会があるといいのになとい

うようなことを感じました。かなり長期的で大きな話になりますが、ぜひい

ろいろな場面で念頭に置いて取り組んでいっていただければと、よろしくお

願いいたします。 

 この大きな２番の林業振興についての項を閉じるに当たりまして、みえ森
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と緑の県民税の使途見直しについても要望させていただきます。 

 柔軟に使えるようにしてほしいという声が多いです。例えば、災害に強い

森づくりということで、谷に手を入れるときに一律何メートルまでしかだめ

ですよみたいな基準があって、現実的には土地というのは、一筆というのは

一律何メートルにはなっていないので、一筆に合わせてやりたいとか、ある

いは尾根までしたいとか、そういう声であるとか、そもそも既存の事業に使

えないというけれども、非常に既存の事業が少なくなっている中で厳しいよ

ねというような声なんかはよく聞きます。 

 もう一つ特徴的な声を聞きましたので御紹介したいと思います。それは、

既設の林道の部分改良なんかに使えるといいねというお話でした。既設の昔

からある林道というのは、一番使う重要な林道だから早くできたんですよね。

しかし、昔にできたので規格が古くて、狭くて使いづらい。こうした昔から

ある林道を時代に合わせた規格に部分改良するようなことに使えたら、多く

のお金をかけなくても効果が非常に大きいと、少ない予算で効果抜群なのに

なというような声なんかも聞いてきました。ぜひ柔軟に使えるように見直し

をよろしくお願いしたいと思います。御参考までに紹介させていただきまし

た。 

 では、次の項目へ移りたいと思います。 

 大きな３番、畜産振興における課題についてというように置かせていただ

きました。 

 私の地元に大紀町七保という地域があります。畜産が盛んで、中山間地域

なんですけれども、耕畜連携、耕作と畜産が連携して互いに支え合うという

地域で、何とか互いに支え合って頑張っているんだというお話を聞いており

ます。ここは、七保牛という、松阪牛の中でもよいものを産出している地域

です。 

 しかし、いよいよ来年くらいが、牛を飼っていけるか、畜産を続けていけ

るかの瀬戸際で、このままでは売れば売るほど赤字になりかねないという声

を聞きました。それはなぜかといいますと、肥育用の子牛の値段が上がって
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いるからです。これまで平均50万円台だった子牛が、平均80万円台、90万円

台くらいになってきているということです。この理由というのは、宮崎県の

口蹄疫でありますとか福島県の震災の影響などで繁殖用の親牛自体が足りな

くなってきていて、全国的に子牛の不足が起きているからだそうです。 

 そこで、三重県として子牛の不足に対応して、子牛の値段を安定させるこ

とで安心して畜産を続けていけるようにしてほしいと考えますが、御所見は

いかがでしょうか。 

 御答弁をよろしくお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 特に松阪牛、伊賀牛等の肥育用子牛の確保対策、

どういうふうにしていくかということについてお答えさせていただきます。 

 松阪牛や伊賀牛などのブランド牛を生産する肥育農家は、肥育用子牛の、

今も議員から御紹介がありましたように、約９割を県外から購入しています。

近年、全国的な繁殖用の雌牛の減少等に伴い子牛の生産頭数が減少するとと

もに子牛の価格が高騰し、確保が厳しくなってきています。 

 こうした中、肥育用子牛を安定的に確保していくためには、県内での子牛

生産を拡大するとともに、肥育農家に安定的に供給していく体制を構築する

ことが重要であると考えています。 

 このため、昨年５月に、県内の子牛生産農家や肥育農家、それから関係団

体等を中心に発足しました三重県和牛繁殖協議会に県もオブザーバーとして

参加しまして、県内での子牛の生産流通システムの検討、肥育農家への繁殖

用雌牛導入による繁殖肥育一貫経営モデルの構築、さらには、受胎率の向上

や出産時の事故率低下のためのＩＣＴ等を活用した新技術の導入などに対し

て、助言、情報提供を行ってきています。 

 また、肥育農家での子牛生産を促進していくために、新たに繁殖用雌牛を

導入する際の初期費用の軽減を目的に国の制度がございますが、この国の制

度を活用できないような繁殖用雌牛が10頭未満の農家を対象としまして、県

単独の助成制度を平成28年度に創設いたしました。 
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 さらに、受精卵移植技術による乳牛を活用した酪農家での和牛の子牛生産

を拡大するため、受精卵の作製技術の向上、あるいは受精卵の移植技術者の

養成、酪農家に対する子牛育成技術の普及などについて、三重県畜産研究所

を中心に取組を行っているところです。 

 今後とも、畜産農家や関係団体、関係市町と連携しながら県内産の肥育用

子牛の生産を拡大していくことにより、県内での子牛の安定的な確保に努め

ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 各種取組を非常にいろいろやってくださっているということがわかりまし

た。特に、繁殖用雌牛を導入する時、県単独の助成制度をつくって県単の補

助金を入れてくださっているということも聞かせていただきました。また、

県内で子牛を生産、確保、供給していくんだというお話もしていただきまし

た。 

 私が聞きましたところ、松阪牛というのは年間7000頭ほど流通しているら

しいんですけれども、そのうち三重県生まれの子牛は300頭くらいだという

ように聞いております。今後、１割とか２割とか、そういう比率で三重県生

まれになることを目指してくださいますように要望いたします。 

 また、私の聞いてきたお話では結構不安の声があったわけですので、ここ

までしっかり取り組んでいますよということで、そういうこともぜひ周知し

て知っていただけるように取り組んでいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

 子牛の値段が安定して、今後、安心して畜産が続けていけるよう、これか

らも取り組んでいっていただきますようお願い申し上げます。 

 この項の中で、改めてもう一つ要望させていただきます。 

 それは、屠畜場の問題です。これまでこの本会議場で、何人もの議員が発

言されてきました。簡単にはいかない様々な課題があるのでしょうけれども、
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10年、15年先を見据えれば、海外対応した屠畜場は必ず必要です。だからこ

そ、具体的な検討は今すぐにでも始めなければならないと考えますので、よ

ろしくお取組をお願いいたします。 

 ということで、次の大きな４番へ移らせていただこうと思います。 

 大きな４番として、拠点漁港の位置づけと、漁港・漁場の予算確保という

ように置かせていただきました。 

 南伊勢町に奈屋浦漁港という港があります。ここは、三重県で一番の水揚

げ量を誇ります。全国でも10本の指に入るほどの水揚げ量です。漁港ＢＣＰ

という国の事業では、全国で三つのモデル地区に、三崎漁港、串本漁港と並

んで選ばれました。 

 これほど重要な漁港なのでありますが、実際のところ老朽化が進み、大変

傷んできています。県ではこの奈屋浦漁港を拠点漁港として位置づけておら

れますが、県の位置づける拠点漁港について、今後どのように整備していく

おつもりかお聞かせくださいというのが一つ目の質問で、もう一つあわせて

お聞きします。 

 こうした漁港、漁場の整備予算は、10年前に比べると約60％、ピーク時の

平成８年と比べると約30％と、年々細ってきています。漁港の整備は防災面

からも必要なことでありますし、藻場、干潟、漁礁などの漁場の整備にしま

しても、しっかり行いませんと水産資源が守れません。水産県三重のよいも

の自体がなくなってしまいます。 

 漁港、漁場整備のための予算はしっかり確保していただきたいのですが、

以上、大きく２点について御所見をお伺いします。 

 よろしくお願いします。 

   〔 仲繁樹農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 拠点漁港に関して、その位置づけ及び予算確保

の考え方について御答弁申し上げます。 

 現在、国においては、水産業、漁村をめぐる諸課題に対応するため、漁港

漁場整備法に基づいて、平成29年度から５年間の第４次漁港漁場整備長期計
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画の策定を進めており、まず一つとして、水産業の競争力強化と輸出促進、

２番目として、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上、３番目として、漁

港、漁村の強靱化、４番目として、水産業を核とした漁業地域の活性化の４

項目について検討を行っています。 

 特に１番目の水産業の競争力強化と輸出促進については、漁港管理者であ

る県や市町に対して、漁港の機能、役割の明確化や漁業地域の広域的な連携、

陸揚げ、集出荷機能の集約化による水産物流通の効率化、水産物の品質、衛

生管理対策の推進と輸出の促進などを具体的に検討するよう求めているとこ

ろです。 

 このため、本県では、輸出も踏まえた水産業の競争力強化に向けて、漁業

地域の広域的連携、水産物流通の効率化等を図るため、関係市町や1200人を

超える水産業関係者、現場の方と協議を進め、同一漁業形態による水産物の

集約範囲、市場機能の集約化などの観点から、六つの水産物流通圏域と流通

拠点漁港として、奈屋浦漁港のほか、四つの漁港と一つの港湾を位置づけた

ところであります。 

 今後、流通拠点漁港については、水産物の品質向上と将来的な輸出も見据

えた高度衛生管理対策を推進するとともに、南海トラフ地震に備えた耐震岸

壁や耐津波防波堤等の整備を実施することとしております。 

 一方、予算の確保についてでございますが、こうした漁港、漁場の整備に

ついては、国の平成28年度補正予算（第２号）でございますが、これを有効

活用するのとあわせて、県の平成29年度当初予算の特定政策課題枠、熊本地

震を踏まえた防災・減災対策という分野の枠において必要な予算の確保に努

めているところであります。 

 今後も引き続き、流通拠点漁港を中心に水産業の競争力強化と輸出促進に

向けた整備を進めるとともに、県民の皆さんの安全・安心を確保する防災・

減災対策に重点的に取り組んでいきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 
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○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 まず、流通拠点漁港を中心に競争力の強化などに取り組んでいって、県と

して輸出も見据えた高度衛生管理ができるようなことや耐震岸壁などの防災

面について、県として取り組んでいただけるということが確認できたと思い

ます。また、予算の確保については特定政策課題枠での確保に努めるという

ように、あるいは国の予算などを利用して努めていただけるという御答弁

だったかと思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、10年前、20年前と比べると非常に細って

きておりますので、予算の確保をどうぞよろしくお願いいたします。 

 最後の項目なんですけれども、少し時間がまだあるんですが、大きな５番、

国道260号東宮―河内間の整備についてという項目へ入らせていただきます。 

 この国道260号は、南伊勢町を一本背骨のように貫く、唯一の、そして、

かえのきかない幹線道路です。防災、救急、通勤、通学、産業などなど、あ

らゆる物事がこの国道260号がないと始まりません。県も力を入れてくだ

さっていて、最近では錦峠区間木谷工区が完成し、12月、今月ですけれども、

には、南島バイパスが供用予定ということで、大変感謝をしております。あ

りがとうございます。 

 しかし、残された東宮―河内間が大変大きな課題となっています。 

 映写資料をよろしくお願いします。（パネルを示す）この映写資料で、ま

ず、左上の大きな三重県の地図の中で、南伊勢町がどこかということ、そし

て、その南伊勢町の中の真ん中あたりにある印がついておるところが東宮－

河内間だということを御確認いただきたいと思います。 

 続きまして、もう一枚の映写資料をよろしくお願いします。（パネルを示

す）その東宮―河内間について拡大いたしましたのがこちらの映写資料にな

ります。非常に急勾配、急カーブで、写真を見ていただくと下のほうに並ん

でおりますが、大型車の対向が困難だということがわかるのではないでしょ

うか。センターラインが黄色くなっておりますのではみ出し禁止なのであり

ますけれども、大型車は、はみ出さずに通行するのが非常に困難というよう
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な状態になっております。また、対向が非常に難しい状態で、カーブがあり

ますので、急にカーブの向こうから大型車があらわれると怖い思いをするな

どということもあります。 

 真ん中の写真で、土砂崩れしている写真があるんですけれども、これは、

私が議員になったときだったと思うんですけれども、こうして崩れて、ス

クールバスがここを通れなくなって、かといって代替路がありませんので、

非常に大回りをして、本来10分、15分で行けるところを２時間とか、そうい

う時間をかけて迂回するしかなかったという事態になったことがありました。 

 そういうことで、この１本しかない道のこういう非常に急峻で急カーブの

多い狭い道で、ここがもし何かあると、町の一体性、町の機能が麻痺してし

まうという大変な状態になります。 

 この地図の右下のほうに奈屋浦漁港と書いてあると思うんですが、先ほど

一つ前の項目で奈屋浦漁港を例に出して拠点漁港の話をさせてもらいました

が、三重県最大の水揚げ量、また、日本でも10本の指に入るほどの奈屋浦漁

港が、高速道路、紀勢自動車道紀勢大内山インターチェンジへ行こうと思う

と、この道を通るしかないのであります。ですので、ここの水産業のトラッ

クも当然通ります。先ほども申しましたとおり、国の漁港ＢＣＰのモデル地

区にも選ばれておるなど、いろいろな取組が行われておるわけですけれども、

そうした様々な事業の効果を最大化にするためにも、ここの区間の整備とい

うのはぜひとも必要なことなのだということがおわかりいただけるのではな

いでしょうか。 

 映写資料ありがとうございました。 

 この東宮―河内間につきましては、町を挙げた課題、町を挙げた取組と

なっておりまして、先日も東京のほうへ、町長を先頭に、産業界の代表や漁

協女性部、町議会議長、町議会議員、そして、県からも来ていただいており

ましたが、私も一緒に要望へ行ってまいりまして、大臣や政務官などともお

会いさせていただいてお願いをしてきたところです。 

 そこでお聞きいたします。 
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 残されている国道260号の東宮―河内間の取組状況について御答弁をよろ

しくお願いいたします。 

   〔水谷優兆県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（水谷優兆） まず初めに、議員には、道路整備に係る財源の

確保や国道260号整備の国などへの要望活動に御支援をいただき、本当にあ

りがとうございます。 

 それでは、国道260号の南伊勢町地内の東宮から河内間の整備についてお

答えさせていただきます。 

 東宮から河内間は、昭和30年代に改良を行い、２車線が確保されているこ

とから、抜本的な改良は困難と考えております。しかしながら、先ほど御紹

介にもありましたように、幅員の狭いトンネルや急なカーブがあることなど、

大型車等の安全な通行に支障を来していることから部分的な改良に取り組む

こととし、防災・安全交付金による事業となるよう、実施計画の作成などの

準備を進めているところでございます。 

 その中でも、特に幅員が狭く、急なカーブが多い区間であり、今月供用予

定の南島バイパスの整備効果をより高める東宮橋から東宮坂隧道までの区間

を最優先とし整備を進めることとし、予備設計に着手しております。その他

の区間につきましては整備する区間の抽出を進めているところであり、今後、

南伊勢町と優先順位等について調整をしてまいりたいと考えております。 

   〔28番 村林 聡議員登壇〕 

○28番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 現在、予備設計に着手していただいているというお話をいただきました。

抜本的な手の入れ方は困難で部分改良を考えておるというお話でしたけど、

また、南伊勢町ともしっかりこれからお話ししていただく、どの区間を抽出

するかというお話でしたが、ぜひ南伊勢町ともしっかりお話をいただいて、

また、予備設計の中で、本当に抜本が無理なのかということももう一度でき

れば見ていただいて、お願いしたいと思います。 

 とにかく予備設計に着手していただいたということで、進んでいくことを
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大変期待するところです。国のほうでは交付金をつけて応援するという言葉

もいただいてきました。県のほうでも、ただいまの答弁にありましたけれど

も、防災面などでしっかり位置づけをしていって進めていってくださいます

よう、よろしくお願いいたします。 

 質問項目は以上なのでありますけれども、実はもう１点要望をさせていた

だこうと思っておりましたので、残りの時間でお話しさせていただこうと思

います。 

 大きな１番の地方創生に関連する部分でありますけれども、答弁は求めま

せんので、雇用経済部の関係なんですけれども、前回の一般質問で地域経済

というお話をさせてもらって、今、三重県はどちらかというと全県一本の経

済のお話が多いと思うんですけれども、前回質問したような、三重県を経済

圏として考えるようなこともぜひ検討していっていただきたいと思うんです。 

 前回、ここで一般質問をさせていただいた折に案外反響がありまして、地

元の人なんかの話を聞くと、当然そうだろうと思っていたと、もう当然やっ

ておるものだと思っていたというような反応が案外ありました。お話を聞く

と、三重県中小企業・小規模企業振興条例の協議会なんかは地域単位で分か

れているということでありますし、ぜひ次回のみえ産業振興戦略なんかでは、

こうした圏域単位の話も、全域ではなくて地域ごとに考えるというようなこ

とも念頭に置いていただけたらなと、そのように要望するわけです。 

 また、このお話をいろいろ意見交換させてもらうと産業連関表というよう

なお話が出てくるわけなんですけれども、産業連関表というものに当てはめ

ていろいろな経済効果というのを出しておるということなんですが、しかも、

それをつくるとなると、非常に大きな、莫大な予算がかかるということなの

で、これを例えば地域別につくり直すということは大変困難であるというよ

うなお話も聞いておるんですけれども、しかしながら、この産業連関表がな

いから地域経済がわからないとか本当の波及がわからないということでは、

やっぱりちょっといけないのではないのかなと思うのであります。 

 例えば、たしか以前、1000社アンケートとか何か、いろんな会社とお話を
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されたこととかあると思うんですけど、そういうもので、例えば圏域につい

てどう感じているかということを調べるとか、あるいは、今、大学なんかと

非常に緊密に三重県はやっていただいておりますので、三重大学にそうした

手法が開発できないか相談してみるとか、そうしたことをしていってもらっ

て、やはり地方創生ということを考えると、その地域地域の暮らしざまに合

わせた政策というのを打っていかなければならないと思いますので、ぜひそ

うした部分を考えてほしいのです。 

 また、ちょっと考えるとそういう圏域というものは大体都市部を中心にで

きると思うんですけれども、その都市の機能というのが経済の出入り口、こ

こからいろんなものが出入りする、お金が出入りするということを考えると、

その出入り口を中心としたやっぱり袋状のような圏域があるのではないのか

なということも感じますので、ぜひこうした部分も考えていただいて、最初

に質問させていただきました地方創生でしっかりと、その地域に残りたいと

望んだ人が住み続けられるような地域をつくっていただきたいと改めてお願

いいたしまして私の一般質問を終結させていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（日沖正信） 本日の質問に対し、関連質問の通告が２件あります。 

 最初に、濱井初男議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、こ

れを許します。２番 中瀬古初美議員。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） 新政みえの中瀬古でございます。 

 濱井初男議員の質問に対する関連質問をさせていただきたく思っておりま

す。 

 12月10日、第70回全国お茶まつり三重大会を生かした消費拡大等について

の御質問が出されましたが、私も出席をさせていただく、今日、御案内をい

ただいたところでございます。 

 全国茶品評会褒賞授与式が行われるということでございますが、その中で、

三重県内の受賞者がどれぐらいあったのか、結果はよくなかったというよう
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なことを聞かせていただいておるんですが、県内の受賞ということに関しま

してどれぐらいであったのかということを１点、まず聞かせてください。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 本年８月23日から26日の４日間、鈴鹿市文化会

館において、品評会、審査会が開催されました。結果でございますが、18都

府県の茶産地から７茶種８部門へ出品され、本県からはかぶせ茶の産地賞部

門で、惜しくも１位にはなれなかったものの、四日市市が２位、鈴鹿市が３

位ということで、産地としては一定すばらしい証明ができたんじゃないかと

考えています。しかしながら、個人賞の部門では全ての茶種において上位に

入賞することはできなかったという、こういう状況でございます。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） 一定、四日市市、それから鈴鹿市の受賞はあるものの、

個人賞の部門では受賞ができなかったというようなことを今聞かせていただ

きました。 

 その結果を受けて、県としてこのことについてどのように検証されている

のか、それから、今後どのように対策をされていくのかというところを聞か

せてください。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） それについて、やはりしっかり、成果といいま

すか、なぜ三重県がとれなくて、最近、京都府の宇治というよりも、もう少

し北の丹波とかいう新興産地のところが非常にこの賞に顔を出してくるとい

うような状況がございます。いずれにしましても、そういうところについて

検証を行っていきたい。今、少しわかっている範囲でいきますと、比較的若

いお茶の木で、あるいは手摘みということでそういうのを狙ってこられると

いう状況にあるということは大体わかっているんですが、しっかり三重県の

状況も含めて、そういった先進地といいますか、表彰されるところの状態を

調べていく、さらに、入賞した上でその後どのように販売戦略につなげてい

くかというのがやはり大事だと思いますので、そういった取組についても

しっかり検証し、それをしっかり三重県の中に生かしていきたいと、そうい

うふうに考えています。 
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   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） 今回の結果を受けて検証されて、それから、これから

の対策というところで先ほど聞かせていただいたところでありますが、若い

お茶の木とか、それから県の状況を含めて、今回丹波のほうのところの話を

されましたけれども、そういうところの検証もしっかりされていくというこ

とでございました。 

 若いお茶の木ということに関して、現在のお茶の木の状況と、それから、

若くということは、それを植えかえていくとか若い木にしていくというよう

なことになるわけですか。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 茶樹については一定、やはり耐用年数といいま

すか、どれくらいの年数もつというのがあるんですが、更新ということも必

要です。あるいは新しい品種を入れられるという動きもありますので、それ

は総合的に経営の中で、あるいは産地として総合的にそういうのをどういう

ふうに組み立てていくかというのはやはりこれからしっかり見ていきたいと

思っています。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） そうなってきますと、やはりお茶も、何でもそうです

けれども、耐用年数というふうなことをおっしゃられて、それはこれからま

た県のほうでもその部分についてどんなふうに、助成とかしていくのかとい

うことも今後は考えていかないといけないところなのかなというふうにも

思っているんですけれども、そういう点も含めてということになるんでしょ

うか。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 伊勢茶の振興についてはやはり、いわゆる出口

のＰＲも大事ですけれども、いかにいいお茶、あるいはいかに消費者に指さ

れるお茶をつくるというところからいけば、茶の品種構成であったり、どう

いった仕立てがいいとか、そういったことになりますので、トータルで考え

ていくものだと思っています。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 
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○２番（中瀬古初美） トータルで考えていかれる、それから、先ほどの質問

の答弁で農林水産部長のほうから、首都圏からの情報発信も強化をしていか

なければならないと、そういう中で、伊勢茶を使った抹茶エスプレッソとか、

それからほうじ茶ラテということ、多分これは若い方を取り入れていくとか

情報発信をしていくとか、それから海外に向けてもというようなところも

おっしゃってみえたと思うんですけれども、伊勢茶を使った抹茶というとこ

ろで、余り抹茶のことを今まで聞いたことがなかったんですが、抹茶の生産

量というのは県内でどれほどあるんですか。 

○農林水産部長（ 仲繁樹） 御指摘のとおり抹茶についてはごくわずかでご

ざいまして、平成25年が96トンぐらい、平成26年では165トンということで、

全体6700トンぐらいありますので、パーセントにすれば２％未満ということ

です。ただ、今回ああいったところで新しい提案ということでいきましたの

で、こういう抹茶エスプレッソ、ほうじ茶ラテというのはこのために新たに

開発したものを提供する、あるいは本来のかぶせ茶であるとかほうじ茶のス

トレートのものについても提供はさせていただいています。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） 全国お茶まつりということで、本当に茶農家における

栽培とか製茶など、生産や加工技術の向上というところ、それから日本茶の

消費拡大を目的に、主力産地を有する府県の持ち回りで開催されるというこ

とで、今回持ち回りであっても三重県で大会があるということは、その中で、

三重県の受賞、個人部門において残念だったというところにおいて、三重県

は、生産量も全国３位を誇っている中、伊勢志摩サミットでも伊勢茶に対し

て評価は高かったと知事もおっしゃいました。そして、これ、三重県の名誉

として、今後どんなふうにしっかり取り組んでいくのか、県全体の取組とし

て、発信もそうです、海外に向けてのこともおっしゃられました。そこで、

しっかり取り組んでいくというところで、知事、どのようにお考えになって

いるのかということを聞かせてください。 

○知事（鈴木英敬） 今回、私、大会長ですので、大会長のときに県内の方に
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個人賞を出せないのが大変残念であります。その悔しさをばねに今後しっか

りやっていきたいと思いますが、 仲農林水産部長も申し上げたとおり、生

産の部分の、生産者の皆さんの部分と、どういうものをつくったらいいかと

いう研究の部分と、そういうところをしっかり充実させていくというところ

と、販路拡大、それから情報発信、あとは人材育成というのもあると思いま

すけれども、そういうところをトータルでしっかり取り組んでいきたいと、

悔しさをばねに頑張っていきたいと思います。 

   〔２番 中瀬古初美議員登壇〕 

○２番（中瀬古初美） 品質の高さというところにおいても、安全・安心とい

うところにおいても、三重県のお茶が本当にまさっているというところも、

しっかりとした部分としてあるわけですから、今回、大会長として、個人賞

をいただけなくて残念なところを、三重県の県行政としてどう取り組んでい

くかというようなところをしっかり頑張っていただきたいというふうに思い

ます。 

 今後とも、そのことに関しましてよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（日沖正信） 次に、木津直樹議員の質問に対する関連質問の通告が

ありますので、これを許します。８番 稲森稔尚議員。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 皆さん、お疲れさまです。最後になりました。伊賀市選

出、草の根運動みえの稲森稔尚でございます。 

 木津議員から抱きついてくるなという感じで言われるかもしれないんです

けれども、木津議員の伊賀地域の観光振興についてということで関連質問を

させていただきたいと思います。 

 知事、いつもお疲れさまです。県内各地、29市町お出かけかと思うんです

けれども、伊賀市庁舎にも足を運んでいただいたことがあるかと思います。

この伊賀市庁舎について、文化的な事柄ですとかその歴史、その点について

どのように理解をされているのかお答えいただければと思います。 
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○知事（鈴木英敬） ル・コルビュジエの国立西洋美術館、これが本年７月に

ユネスコの世界遺産委員会で登録されましたけれども、その弟子の坂倉準三

さんが設計した建築物だと、そういう文化的に系譜のある建物であるという

ふうに認識しております。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 今、少しお話がありましたけれども、モダニズム建築と

いうものを簡単に説明させていただきたいんですけれども、20世紀になって

発生した、装飾性を排して合理性や機能性を可能な限り追求した建築様式で

ありまして、かつてのような木材や石れんがなどではなく鉄筋コンクリート

やガラスを使用して、直線や平面で構成されるというのが大きな特徴になっ

ていまして、近代どこにでもあります箱型のビルの原点でもあります。現代

の都市において必須とも言える建築物となっておりまして、産業革命や市民

革命、様々な芸術の現代化運動とともに、そして建築技術の飛躍的な進歩に

よって20世紀の間に広がりを持ってきました。 

 日本においてなんですけれども、日本では明治、大正に、欧米化、モダニ

ズムの思想が入ってきまして、ここで、ル・コルビュジエの弟子であります

前川國男や坂倉準三などにより、戦前から戦後にかけて多くの建築物がつく

られてまいりました。また、前川國男の弟子の丹下健三という方が、いろん

な公共建築にもかかわっておられまして、そういう思想を建築の中に普及さ

せてきた人物であります。 

 代表的なのが、東京中央郵便局です。いろんな建物が失われていくという

時期もありましたけれども、今、東京上野にあります国立西洋美術館が世界

遺産登録されたということで、そのモダニズム建築に対する評価が非常に高

まっているという、そういう流れにあるというふうに思いますが、県として、

文化政策や文化的価値についてそのような立場からどのように評価をされて

いますでしょうか。 

○環境生活部長（田中 功） 近代モダニズム建築に対する評価の高まりとい

うのは十分認識しているところでございます。 
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 そういった中で、伊賀市庁舎の文化的な価値についてでございますけれど

も、まずは、所有者であり文化財を含む文化行政も所管されてみえます伊賀

市、そして、長年にわたり市庁舎として利用してこられた市民の方々が判断

されるべきものと考えておるところでございます。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 果たしてそうでしょうか。私は、そういうふうには全く

思わないんです。 

 午前中からもありました、観光局長もそちらにおみえですえけれども、上

野天神祭のダンジリがユネスコの無形文化遺産に登録されたというようなお

話もありました。そのダンジリを中心にしたまちづくりがされてきた、そし

て、祭り町の人たちがその伝統を継承し、ずっとつないできたという、そう

いう歴史があるというお話もありましたけれども、もう一つ、この伊賀市が、

私たちが大切にしてきたのは、ダンジリが入るような景観です。 

 先ほど歴史について御存じかというふうにもお尋ねをさせていただきまし

たが、坂倉準三さんが伊賀市役所を設計するときに、城山の景観を損ねない

ことを前提として設計をした、建築群として、上野高校の明治校舎から、西

小学校から、崇廣堂から、いろんな里山全体をスケッチした中でそういう景

観を大事にしてきたという歴史があります。そのダンジリと景観を大事にし

てきたのが私たち伊賀の上野の町なかに根づいている文化だというふうに私

は思っています。 

 特にお伺いしたいんですけれども、例えば着地型観光というお話も今日さ

れましたよね。伊賀体験博覧会いがぶらを伊賀の観光政策としてやっている

と。その中で、やっぱりメニューとしても実際あるのが、歴史的な町並み、

文化を大事にしていこう、忍者だけじゃないんです、芭蕉だけじゃないんで

すというのが着地型観光だと思うんです。地域の人にもっといいところがあ

るということを知ってもらって、そういうのが着地型観光だと思うんです。

私は文化財としての価値を決して聞いているのではなく、文化的な価値とし

て、あるいは文化財としての価値ではなく文化的な価値として広い範囲で聞



－1740－ 

いているにもかかわらず、それは伊賀市の皆さんでお決めいただいたら結構

ですというのは、余りにも文化政策としては、私はお粗末だというふうに思

います。 

 その点について再度御答弁をいただきたいと思います。知事からも何か感

想がありましたらいただきたいと思います。 

○環境生活部長（田中 功） 伊賀市庁舎の価値について議員のほうから、文

化財としての観点ではなくて文化的な価値と。着地型観光であるとかにも当

然活用できるのではないかと。そのことにつきましてはまさにそのとおりか

と思います。そういったものを、地域のいろいろ大事な、皆さんが育んでこ

られた財産を活用しながら、そのまちをどんどんよりよくしていくというの

は非常に大事であるとは考えています。 

 ただ、文化的なものかどうかというのを、県の立場でこれはこうなんです

ということを、市民の方を差しおいて判断するのはいかがなものかなと考え

ております。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） あかん、あかん、あかん。そうでしょうか。知事、いか

がでしょうか。やっぱり客観的にいろんな国際機関からも評価されていると

いう事実があって、国立西洋美術館なりの評価というのを見直されてきたと

いう経過が明らかにあるわけじゃないですか。そんなお役所答弁じゃ絶対だ

めやと思います。お願いします。 

○知事（鈴木英敬） 稲森議員がどういうことを意図されているのかちょっと

あれですけれども、文化財の指定をするか否か、そのための価値の調査や機

運づくりみたいなものは手続として市がしっかりやってもらわなければなら

ないというのは、これは間違いないことだと思います。一方で、文化的に価

値があったり、文化的に見たり感じたり行ってみたりしておもしろいものと

かいいなと思うものがいろいろあって、そこに人の動線というか、動きとか

というのをつくっていくというのを地元の皆さんと協力し合っていくという

のは、県としてもやっていったらいい話だと思います。 
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   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） 最後に、観光局長、今日、伊賀市の周遊性がまだまだ低

いという話もあって、やっぱりこういうモダニズム建築なり、歴史的な町並

み、建物というのを生かしながら伊賀の内側にあるものをもっと発信してい

かなきゃいけないというふうに思っているんですけれどもいかがでしょうか。 

○雇用経済部観光局長（水島 徹） おっしゃるとおり、一つ一つではなくて、

議員がおっしゃいましたように伊賀市庁舎にしてもそれ単独でということで

はなくて、町並みとか、いろんなもの、景観、文化とか、そういうものが総

合的にあって今の形があるんだというお話、そのとおりだと思います。 

 そういうことを広く県外の皆さんにも発信をしていくことで、今まで見て

いた風景がそういうことなんだということをわかっていただくということも

大事だと思います。 

 まさにお話がありましたように、ダンジリなんかでも当然、高いところに

障害物があれば通らないわけですから、そういったようなことを守ってきた

ということも含めて、そういう背景も含めて発信していくことが、内外から

の観光客を迎えることにもなると思いますし、周遊性を高めていくことにな

るというふうに思っております。そういった点については十分我々のほうも

配慮してやっていきたいと、このように思っております。 

   〔８番 稲森稔尚議員登壇〕 

○８番（稲森稔尚） ぜひ県の理解も一層深めていただくことをお願いして関

連質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。お騒がせしました。（拍手） 

○副議長（日沖正信） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○副議長（日沖正信） お諮りいたします。明２日から４日は休会といたした

いと存じますが、御異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（日沖正信） 御異議なしと認め、明２日から４日は休会とすること

に決定いたしました。 

 12月５日は引き続き、定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（日沖正信） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時22分散会 


